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令和７年６月森町議会定例会会議録 

 

１  招 集 日 時 令和７年６月２３日（月）    午前９時３０分 

 

２  招 集 場 所 森町議会議事堂 

 

３  開会・開議 令和７年６月２３日（月）    午前９時３０分 

 

４  応 招 議 員 

 

１番議員 䬟 原 雄 太   ２番議員 小 澤 由 彦 

３番議員 髙 木 幸 広   ４番議員 佐 藤 嘉 彦 

５番議員 鈴 木 哲 司   ６番議員 清 水 健 一 

７番議員 佐 藤 明 孝   ８番議員 川岸和花 子 

９番議員 岡 戸 章 夫   10 番議員 加 藤 久 幸 

11 番議員 中根 信一 郎   12 番議員 西 田  彰 

 

５  不応招議員 なし 

 

６  出 席 議 員 応招議員に同じ 

 

７  欠 席 議 員 なし 

 

８  地方自治法第 121 条の規定に基づき議場に出席した者の職氏名 

 

町 長 太 田 康 雄  副 町 長 村 松  弘 

教 育 長 野 口 和 英  総 務 課 長 平 田 章 浩 

危機管理課長 鈴 木 知 寿  政策企画課長 鈴 木 勇 登 

財 政 課 長 鈴 木 俊 久  税 務 課 長 長 野  了 



- 2 - 

 

住民生活課長 森 下 友 幸  福 祉 課 長 中 村 貢 

健康こども課長 朝 比奈礼 子  産 業 課 長     栗 田 俊 助 

建 設 課 長 緩 鹿 英 文  定住推進課長 鈴 木 孝 佳 

上下水道課長 小 坂 一 郎  会 計 課 長 䬟 原 一 嘉 

学校教育課長 塩 澤由記 弥  病院事務局長 朝比奈直 之 

 

９  職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

 

議会事務局長 岩 井 秀 司  議 会 書 記 森 下 幹 子 

            

10  会議に付した事件 

    

   ―――――― 一般質問 

 

 

 ＜議事の経過＞ 

議  長 

 

 

 

 

 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

 

（ 中根信一郎 君 ）出席議員が定足数に達しておりますので、

これから本日の会議を開きます。 

 それでは、日程に入ります。 

 日程第１、一般質問を行います。 

 通告の順番に発言を許します。 

 ７番、佐藤明孝君。 

 質問は混合方式です。 

 登壇願います。 

（ 佐 藤 明 孝 君 ）７番、佐藤明孝です。 

 通告書に記載のとおり、２項目にかけて質問を行います。 

 １項目です。マイナンバーカードを使用する際の対策について。

マイナンバー制度が施行され、医療保険や確定申告、運転免許証、

災害対策等の分野にまで利用が広がっており、今後もさらなる活

用が見込まれる。しかし、マイナンバーカードの利用にあたって
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議  長 

町  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、補助者がいないと、診察受付等をスムーズに行えない高齢者

がいると聞きます。そこで、当局にカード利用を支障なく進める

ための方策を伺います。 

 １点目、マイナンバーカードの使用に関して、手続きをスムー

ズに行うための対策は。２点目、マイナンバーカードの更新時期

が近年ピークに達すると予想されているが、対策はどのように考

えているか。 

 ２項目です。防災に関する対応策について。今後発生が予想さ

れる地震、台風、豪雨等、各種災害について、当局はどのような対

応策を考えているか、以下の点について伺います。 

 １点目、最新の資料によると、全国の防災士の認証登録者数が

32 万 3,520 人となっている。静岡県では 5,462 人が登録されてい

るが、森町では現在何人の登録があるか、またジュニア防災士は

何人か。 

２点目、防災士は災害発生時のリーダーとして、各町内会に一

人は必要と考えるが、当局の考えはどうか。また、職員に当該資

格を取得させる考えはあるか。 

３点目、町民の防災意識の高揚をどのように図るか。 

４点目、自主防災組織との連携をどのように考えているか。以

上、２項目について答弁をお願いいたします。 

（ 中根信一郎 君 ）町長、太田康雄君。 

（ 太 田 康 雄 君 ）佐藤明孝議員の御質問にお答えいたしま

す。 

 初めに、「マイナンバーカードを使用する際の対策について」で

ございますが、御承知のとおり、マイナンバー制度は平成 28 年１

月の施行以降、行政の効率化、公平・公正な社会の実現、そして国

民の利便性向上を目的として導入された制度であり、これまで税

や社会保障の分野を中心に運用が進められてきました。近年では、

マイナンバーカードの健康保険証利用をはじめ、住民票の写し・

印鑑登録証明書・所得・課税証明書のコンビニ交付、マイナポー
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タルを利用した転入・転出手続のワンストップ化、旅券パスポー

トのオンライン申請、児童手当の各種手続など、また、マイナン

バーカードの電子証明書を利用するｅ－Ｔａｘによる確定申告、

さらには、本年３月 24 日からはマイナンバーカードに運転免許証

の情報が記録されたマイナ免許証も始まるなど、さまざまな分野

においてマイナンバーカードの活用が拡大してきています。また、

今後のデジタル社会に向けた政府の施策や法制度の整備に伴い、

その利用範囲は更に広がるものと見込まれます。本町におけるマ

イナンバーカードの利活用の状況を申し上げますと、マイナンバ

ーカードの交付率は、本年５月末現在で 95 パーセントと高い水準

となっております。特にマイナ保険証の登録率につきましては、

国民健康保険で 76.59 パーセント、後期高齢者医療で 76.25 パー

セントとなっており、８割に迫る状況であります。一方で、マイ

ナ保険証の実際の利用率につきましては、医療機関を利用された

人の総数に対してマイナ保険証を利用された人の割合は、本年３

月時点で国民健康保険が 47.64 パーセント、後期高齢者医療が

39.7 パーセントと、登録率から見ると低い状況となっております。

また、公立森町病院と森町家庭医療クリニックでの外来受診患者

のマイナ保険証利用率は、本年５月時点で、公立森町病院で 56.5

パーセント、森町家庭医療クリニックで 40.4 パーセントとなって

おります。全国平均の利用率は、国民健康保険が 31.67 パーセン

ト、後期高齢者医療が 31.57 パーセントでありますので、本町は

利用率が比較的高い水準となっていることがお分かりいただける

と思います。このように登録と実際の利用に差があることについ

ての要因としましては、マイナ保険証の登録をしている人でも現

在ほとんどの人がまだ紙の保険証を持っていらっしゃるため、保

険証の有効期限が来るまでは、紙の保険証を使用していることに

加え、機械操作上の不安感、医療機関における読み取り機器の設

置環境の差など、さまざまな要因があると考えております。 また、

各種証明書のコンビニ交付では、令和６年度の実績で、住民票の
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写しで 33.6 パーセント、印鑑登録証明書で 39.3 パーセント、所

得課税証明書で 17.0 パーセントと利用が増えております。特に印

鑑登録証明書では約４割がコンビニ交付となっており、利便性の

向上を町民の皆さまに実感していただいているものと認識してお

ります。 マイナポータルを通じた転出・転入手続のワンストップ

サービスにつきましても、転出はおおよそ 10 パーセント、転入予

約はおおよそ７パーセントの人に御利用いただいており、今後更

に認知度を高めることで、利用者の行政手続の簡素化につながる

と考えております。ｅ－Ｔａｘによる所得税の確定申告につきま

しても、令和６年分の申告総数 3,110 件のうち 1,483 件、47.7 パ

ーセントがｅ－Ｔａｘで行われており、マイナンバーカードを用

いたオンライン申告が浸透してきているように、それぞれの分野

でマイナンバーカードの活用が進んでいる状況でございます。 

 まず、御質問の１点目、「マイナンバーカードを使用する際に、

さまざまな手続をスムーズに行うための対策」についてお答えい

たします。  

 町では、町民の皆さまが安心してマイナンバーカードを活用で

きるよう、住民生活課の窓口において、カードの利活用の案内や

更新手続、暗証番号の再設定手続などのサポートを継続的に実施

しております。さらに、医療機関や薬局、町内の各種施設との連

携を強化するとともに、「広報もりまち」や森町公式ホームページ

での広報、マイナンバーカードやマイナ保険証更新時の案内チラ

シ配布などによるマイナンバーカードの利用促進に関する情報提

供や高齢者など窓口への来庁が困難な人につきましては、こちら

から職員が出向いて行う出張申請支援を行っております。これま

でお答えしたような様々なマイナンバーカードの活用による手続

の円滑化と合わせて、引き続き町民一人一人の事情に配慮した支

援を進め、誰もが安心してマイナンバーカードを利用できる町づ

くりを目指してまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の「マイナンバーカードの更新時期が今後ピーク
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を迎えることへの対応」についてお答えいたします。 

 マイナンバーカードには二つの有効期限があり、原則として、

身分証明書としての物理的なカード自体は 10 年、オンライン上の

デジタルでの身分証明書である電子証明書は５年となっておりま

す。この有効期限は発行の日からのそれぞれ 10 回目、５回目の誕

生日までとなります。平成 28 年１月からマイナンバーカードの発

行が開始されましたので、平成 28 年の誕生日を迎える前に取得し

た人は、今年の誕生日が 10 回目となってカード自体の有効期限と

なります。 令和２年１月から令和５年９月まで、国がマイナンバ

ーカードの普及のためマイナポイント事業を行ったことで、令和

２年以降マイナンバーカードの普及が大きく加速しました。マイ

ナポイント事業が始まった令和２年１月時点の本町の交付率は、

全国平均の 15.0 パーセントよりも低い 10.3 パーセントであった

ものが、マイナポイント第２弾が終了した令和５年９月末では、

全国平均76.8パーセントを上回る81.74パーセントと大きく増加

しました。この間の発行枚数は、12,350 枚に上ります。これは、

現在の交付枚数の４分の３を超える枚数になります。 一方、電子

証明書の有効期限は発行から５回目の誕生日までとなっておりま

す。この有効期限が切れますと、マイナンバーカード自体は身分

証明書として使えるものの、電子証明書が使えないことになり、

オンラインでの手続はできなくなってします。令和２年の誕生日

より後にカードが発行された人は、本年が電子証明書の有効期限

になりますので、マイナンバーカードの本体の更新に加え、本年

以降は電子証明書の更新を迎える人が多くなると見込まれます。 

このように、本年から令和９年までの３年間は、マイナポイント

事業で急増したマイナンバーカードの電子証明書の更新申請が集

中することになります。このため、町といたしましては、更新時

期のピークに備え、以下のような体制整備を進めてまいります。

まず、更新対象者に対しては、国作成のリーフレットに加え、「広

報もりまち」などを活用し、更新に係る広報・情報提供を行い、ス
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ムーズな更新手続を促してまいります。また、更新受付業務に係

る職員体制についても、更新件数が多く見込まれる年度において、

国の「マイナンバーカード交付事務費補助金」を活用し、会計年

度任用職員の増員や業務委託の活用も視野に入れ、柔軟かつ迅速

に対応できる体制を構築したいと考えております。あわせて、更

新申請受付の円滑化のため、混雑を避けた時間帯での窓口運営な

ど、利便性と効率性を両立させた運用方法を工夫してまいりたい

と考えております。最後に、マイナンバーカードの利用普及は、

単に制度の推進にとどまらず、町民の皆様にとって、より良いサ

ービスと快適な暮らしを実現する手段であると考えておりますの

で、町といたしましても、国や関係機関と連携しつつ、町民の立

場に立った運用を心掛け、「誰ひとり取り残さないデジタル社会」

の実現に向けて、引き続き取り組んでまいりますので、御理解と

御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 次に、防災に関する対応策について申し上げます。  

 １点目の「本町における防災士及びジュニア防災士の登録者数

について」の御質問にお答えいたします。  

 防災士制度につきましては、阪神・淡路大震災を教訓として、

民間の防災リーダーを速やかに養成することを目的に、平成 15 年

に認定が開始された特定非営利活動法人日本防災士機構による民

間資格であります。２日間以上の研修を受講、その後の試験に合

格し、さらに救急・救命講習を修了することで資格を得られる仕

組みとなっております。防災士の資格を取得するメリットとしま

しては、防災に関する実践的な知識が身につく点が挙げられます。

自然災害の仕組みや備え、ライフラインの確保、心のケアなど、

平常時の備えから災害時の対応に至るまで、幅広い知識が身につ

くと同時に、地域・企業の防災リーダーとして活躍することが想

定されます。本年５月末現在で全国に 325,413 人、静岡県内で

5,493 人が登録されており、日本防災士機構に確認したところ、町

内では 25 人が登録されております。次に、ジュニア防災士につき
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ましては、日本防災士機構の資格ではなく、静岡県が独自に設け

ている「ふじのくにジュニア防災士」であり、将来にわたり、地域

防災力を向上させるため、次世代の担い手となる子供たちへ防災

啓発することが目的であり、次世代防災リーダーを育成するため

に養成講座を実施しているものであります。本町におきましては、

県西部地域局より養成講座の案内等を受けて、例年、森中学校、

旭が丘中学校の生徒が総合の教育の中で講座を受講し、その後、

レポートを提出し、各学校が県に申請することで認証を受ける流

れとなっています。令和２年度以降、町内では 191 人の中学生が

認証を受けております。 

 ２点目の「防災士は災害発生時のリーダーとして、各町内会に

一人は必要と考えるがどうか。」につきましては、防災士の資格は、

地域リーダーの養成ということが目的であることから、議員御指

摘のとおり、各町内会に防災士の資格を取得した人がいらっしゃ

ることが理想であると考えます。町といたしましては、既に資格

を取得している町内の防災士と「今後の自主防災会の活性化及び

地域防災力の向上」に関する意見交換の場を設定するなど、連携

を図っていきたいと考えております。さらに、現在、「ＮＰＯ法人

日本防災士機構」が養成している「防災士」と静岡県が独自に養

成している「静岡県ふじのくに防災士」があることから、県から

講座案内等の情報が入った際には、町民への周知を行うことで、

一人でも多くの人に興味を持っていただき、地域リーダーの一人

となっていただけるように努めていきたいと考えております。昨

今、防災士の社会的評価と期待は急速に高まっているものと感じ

ておりますので、地域防災力の向上のために活動し、防災事業に

貢献していただける防災士を養成するため、一部自治体で実施し

ています資格取得に対する助成制度等も検討していきたいと考え

ております。職員に当該資格を取得させる考えにつきましては、

職員の中でも特に危機管理課職員については、災害発生時には統

括的な役割を果たす部署として認識しております。資格の取得や
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認証を受けることで、仕事に活かすことができる一面もあると考

えておりますが、強制的に取得させるものではなく、また、日常

業務との兼ね合いもあると思いますので、職員の意向等も確認し

ながら、今後、検討してまいりたいと考えております。 

３点目の「町民の防災意識の高揚をどのように図るか。」につき

ましては、「災害は忘れた頃にやってくる」という言葉があるとお

り、時間の経過とともに防災意識が薄れる傾向もあるのが現実だ

と考えております。 だからこそ、住民が災害に対する備えを心掛

けたり、災害発生時に自発的な防災活動を行うためには、常日頃

から防災知識の普及啓発に努め、防災意識の高揚を図ることが非

常に大切なことであると考えております。 町では、町民の一人一

人が災害の危険性を認識し、「災害は必ず起こる」という意識のも

と、「いざというとき」に備え、「自らの命は自らが守る」行動がと

れるよう、ハザードマップを更新し、先月下旬、全世帯に配布を

したところでございます。また、同報無線を活用した町長による

今月の町政、広報もりまちや回覧等による啓発、さらに各種イベ

ント・活動等においても幅広く普及啓発に努めているところでご

ざいます。加えて、各種団体や町内会からの要請に基づいて、防

災に関する講座等の実施、町内小中学校における防災教育も推進

しているところでございます。今後も、地震、大雨や台風などに

よる被害をできるだけ少なくするために、昨年度設置した土のう

ステーションのＰＲ等を含め、防災意識の高揚に努めてまいりた

いと考えております。  

 ４点目の「自主防災組織との連携をどのように考えているか。」

についてでありますが、地域における防災力を高めることは重要

であり、平常時から自主防災組織の育成・強化、地域コミュニテ

ィの再構築、消防団等の充実・強化等を図ることが求められてお

ります。町では、自主防災会に対する防災意識の高揚と防災情報

の共有化を図るため、例年、自主防災会長等を対象として、平日

夜に中学校区ごと防災連絡会を開催してきましたが、本年度は内
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容の見直しを図り、去る６月 15 日日曜日午前に文化会館におい

て、ＮＰＯ法人御前崎災害支援ネットワークの代表理事による避

難所運営に関する講演、また、ペット同行避難に関する講演、そ

の後、避難所用のテントや防災ベッドの取扱い訓練や県と連携し

てパネルの展示やＶＲ体験などを実施いたしました。当日は、自

主防災会役員をはじめ、学校関係者、消防団、役場職員等、約 150

人の参加をいただき、一定の成果を挙げることができたものと感

じております。また、例年、土砂災害防止月間の６月に土砂災害

訓練を実施しておりますが、今月１日に土砂災害の恐れのある薄

場町内会を選定し、自主防災会や地元消防団、また県の砂防課、

町建設課及び危機管理課が連携し、町内会の１次避難場所である

公民館への避難訓練や防災講話を実施することで連携を深めてお

ります。そのほか、自主防災組織への資機材整備に対する助成も

引き続き実施し、その中で、御意見や御要望等も伺いながら、自

主防災会の育成支援に努めております。いずれにいたしましても、

災害時において自主防災組織の役割は大変重要であると考えてお

り、「自助」、「共助」を実践し、力を合わせることで地域防災力の

一層の向上が図られるものと考えます。したがいまして、今後も、

自主防災に関する認識を深め、自主防災組織の充実を図るため、

定期的に研修会を開催し、自主防災組織のリーダーを育成すると

ともに、町が実施する各種の訓練等においても自主防災組織との

連携を強化してまいりたいと考えております。以上申し上げまし

て答弁といたします。 

（ 中根信一郎 君 ）７番、佐藤明孝君。 

（ 佐 藤 明 孝 君 ）それではまず、マイナンバーカードから

再質問をさせていただきます。 

 当町におきましては、全国的に見ると、交付率が非常に高いと

いうことで安心した面もございます。しかしながら、交付率が高

くても、利用率がいまいち低いと、その要因についても、今町長

からいまだに紙の保険証が大事で使っているとか、機械の操作
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云々とかということをお聞きいたしました。こういったことに関

して、この利用率が少ない、まだ低いということについて、実質

的な対応策というものは、やはり効果のある対応策的なもの、す

ぐに効果が出るような対応策というのは何を捉えてもそんなにな

いと思いますけれども、この今以上に利用率をもう少し向上させ

るという対応的なものがあるかどうか、その点ちょっとお聞きし

ます。 

（ 中根信一郎 君 ）住民生活課長。 

（ 森下友 幸  君 ）住民生活課長です。 

 佐藤明孝議員の御質問にお答えします。 

 質問は、交付率は高いけれども、利用率があまり高まってない、

その効果的な対応策はということでありました。 

 マイナンバーカードを住民の皆さんが使う場面としまして、一

番多い分野というのが、マイナ保険証であるかと思います。医療

機関にかかる際、現在約５割の人がマイナ保険証を使って受診さ

れているということです。今回の答弁には触れてないのですけれ

ども、紙の保険証が昨年 12 月２日に廃止をされましたが、去年７

月に発行された保険証につきまして、国保、後期高齢ともにです

が、７月いっぱいまで有効ということで、まだお手元に紙の保険

証が残っているという段階です。ですが、マイナ保険証に登録す

る手続をされた人につきましては、今年７月には、紙の保険証は

行くことはなくて、資格情報のお知らせというものが行くことに

なります。ですので、その段階で、８月以降医療機関にマイナ保

険証としての登録をされているけれども、それまで紙の保険証を

作って使っていた人については、もう８月以降、医療機関使う際

には、紙の保険証が使えなくなりますし、マイナ保険証での受診

が必要となりますので、その段階で、皆さん急にマイナ保険証を

利用されるのではないかなと予想はしております。こちらとしま

しても、初めての切替えでありますので、どのような状況になる

かは、予想できていないのですけれども、なるだけお問合せには、



- 12 - 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

病  院 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丁寧に答えて対応したいと思っております。一番問題となります

のは、やはり自分はマイナ保険証として登録をしたつもりはない

のに、７月に皆さんにお配りする資格確認書が届かないといって

困ったというようなことになるかと思います。そういった人がな

いように、問合せとか、そういうものに対しての対応とか、十分

な広報をしっかりやっていきたいと考えているところです。 

（ 中根信一郎 君 ）病院事務局長。 

（ 朝比奈直之 君 ）病院事務局長です。 

 佐藤議員の再質問にお答えいたします。 

 森町病院としての対応策、今まで以上に効果ある対応策、今後

の取組ということでございますが、森町病院につきましては令和

３年 10 月からカードリーダーを設置、家庭医療クリニックでは令

和６年４月からカードリーダーを設置しまして、オンラインの資

格確認を行っております。状況でございますが、カードリーダー

の設置台数につきましては、病院につきましては４台、それから

家庭医療クリニックにつきまして１台設置し、対応しているとい

う状況でございます。設置当初から大きなトラブルというのは発

生しておりませんが、ただ顔認証が上手くできない、あるいは暗

証番号を忘れて、暗証番号で確認をしたいができない、といった

患者さんがお見えになるというのは確かでございます。そういっ

たことがございますので、森町病院としましては、高齢者など利

用困難者への対応としましては、院内受付におきまして、利用方

法が分かるような表示をするとともに、それは開設設置当初から

継続して行っておりますが、併せて受付業務の職員が通常業務を

行いながら、オンライン資格確認の操作補助を行っております。

また、お見えいただいた患者さんに対しまして、マイナ保険証を

お持ちか、お持ちでないか、お声掛けをして、お持ちの場合、保険

証の利用登録がされていない人は、その場で利用登録ができます

ので、そういった利用登録をいかがでしょうかといったお声掛け

をしながら、対応しているという状況でございます。また森町病
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院につきましては、受付周辺にボランティアスタッフ「かわせみ

の会」の人がいらっしゃいますので、そういった人も受付の補助

をしていただいております。非常に助かっているところでござい

ます。また、マイナ保険証に関する利用の全般的な御相談につき

ましては、１階によろず相談室というものを設置しております。

そのよろず相談室におきまして、利用の仕方だけではなくて、全

般的な御相談も受付をして、保険証以外の利用のことにつきまし

ては、関係の役場、あるいは県、そういったところにおつなぎを

するといった形で対応しているところでございます。以上でござ

います。 

（ 中根信一郎 君 ）住民生活課長。 

（ 森下友 幸  君 ）住民生活課長です。 

 先ほどの答弁、御質問へのお答えにつきまして、マイナ保険証

のことだけを答えてしまいましたけれども、ほかに各種証明書等

のコンビニ交付のことも御説明させていただきたいと思います。

コンビニ交付の対象としましては、住民票、印鑑証明書、それか

ら課税の証明書、その３種類について、コンビニ交付の対応を令

和４年 12 月 26 日から始めて、現在までやってきております。当

初、あまり利用はありませんでしたけれども、答弁の中にありま

したように、現在は印鑑証明に限っては４割の人がコンビニ交付

を利用されるということで、だいぶ普及してきていると思います。

その理由としましては、窓口での交付手数料の設定が 300 円のと

ころ、コンビニ交付での手数料 200 円という設定をしまして、そ

の動機づけとしまして、コンビニ交付の方が便利だし、安いとい

うような広報を町民の皆さんにさせていただいおります。ですの

で、今後もそういった広報を続けていくことによって、そういっ

た証明書等のコンビニ交付も進んでいくかなと考えているところ

です。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）７番、佐藤明孝君。 

（ 佐藤明 孝  君 ）もう１点ですが、町長の御答弁の中で、マ
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イナポータルを利用してワンストップサービスということで、非

常に利便性が高くなっているというお話もありました。このマイ

ナポータルというのは政府運営のオンラインサービスのことで、

高齢者がしっかりと、こういったところを利用できるかどうかと

いう疑問があるのですが、このマイナポータルの利用につきまし

ては、このマイナンバーカードと対応したスマホが必要というこ

とも言われておりますけれども、その点の考え方をお願いいたし

ます。 

（ 中根信一郎 君 ）住民生活課長。 

（ 森 下 友 幸  君 ）住民生活課長です。 

 佐藤明孝議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 マイナポータルを利用した行政手続を利用するためには、スマ

ホが必要ではないかということであります。現在、マイナポータ

ルを利用するためには、マイナンバーカードとＩＣカードリーダ

ー、それからマイナンバーカードに対応したスマートフォンのい

ずれかが必要になります。ほとんどの人がスマホを使って、手続

されるのではないかなと思います。でも実際、高齢者だとか、ス

マホやパソコンを利用した手続というのは、なかなか難しいかな

ということは想像できます。マイナンバーカードは二つの機能を

持っておりまして、物理的なカードとして身分証明書の機能、そ

れからオンライン上での身分証明を行う電子証明書との機能と二

つあります。確かに両方をフルに活用することは、マイナンバー

カードのメリットを十分享受することになるかと思いますけれど

も、マイナンバーカードを持っているということだけで、ほかの

身分証明書がなくても身分証明することができますので、政府が

考えているようなマイナンバーカードを使って、全ての行政手続

を進めるだけではなくて、この地域、住民の年齢構成等にもあっ

たような使われ方でもいいかなと考えているところですが、なる

たけ今まで使えてない人に対しても、マイナンバーカードの利便

性、それからそれが使うことによって、公正な社会が実現すると
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いうようなことをしっかり説明をして、徐々に着実にこういった

マイナポータルを使って、行政手続の普及に努めていきたいと考

えているところです。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）７番、佐藤明孝君。 

（ 佐 藤 明孝  君 ）それでは次に、同じくマイナンバーカー

ドに関してのことですが、改正の戸籍法が５月 26 日に施行されて

います。これが記載されるのは来年、令和８年５月から戸籍等へ

ふりがな記載ということになりますが、これにつきましても、マ

イナンバーカードにも記載できるようになるという話がございま

す。これについてはどのような対応をとるのか、また町民の皆さ

んに周知をされるのか、またこの名前等のふりがなの誤りについ

ては、名字については戸籍の筆頭者でなければいけない、名前は

本人でなければいけないという何か二つに分けられているような

ことですけれども、こういったところの周知もどのようにされる

か、この点をちょっとお聞きします。 

（ 中根信一郎 君 ）町長、太田康雄君。 

（ 太 田 康 雄 君 ）ただいまの佐藤明孝議員の再質問でござ

いますが、改正戸籍法に伴う戸籍へのふりがなにつきましては、

本件のマイナンバーカードに関する質問から少し外れると思いま

すので、その点について、答弁は省略させていただきます。 

（ 中根信一郎 君 ）７番、佐藤明孝君。 

（ 佐 藤 明孝  君 ）分かりました。それでは今の質問は撤回

をいたします。 

 続いて、マイナ保険証の携行についてです。例えば高齢者が怪

我したとかで、どこかで倒れて、救急隊にお世話になるといった

場合については、命を守るマイナ保険証の携行ということで、今、

消防庁もこういった活動を全国展開で進めているようです。こう

いったマイナ保険証の携行についての取組、いざというときには、

やはり必要になると思いますけれども、こういった形での取組と

いうのは考えられているかどうか、お願いします。 
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（ 中根信一郎 君 ）住民生活課長。 

（ 森 下 友 幸  君 ）住民生活課長です。 

 佐藤明孝議員の御質問にお答えします。 

 緊急時とかに、マイナ保険証が使えるようにマイナンバーカー

ドの携帯をということでありました。そのことにつきまして、今

年４月に動きがありまして、４月３日に開催された厚生労働省の

社会保障審議会医療保険部会で、スマホにマイナ保険証の情報を

搭載するということを確認したということです。本年６月と７月

に、全国 10 程度の医療機関等で実証事業を行って、今年の８月下

旬から９月から、環境の整った全国の医療機関等でスマホの対応

を可能とするように運用を変えていくということです。スマホ対

応に進めていけば、今ほとんどの人がスマホを持ってらっしゃい

ますので、そういったことが進めば、今後マイナ保険証の携帯と

いう問題も徐々に改善されていくのではないかなと思います。こ

の対応につきましては、全国の医療機関等がスマホ対応している

ということが前提となってきますので、すぐにはいかないと思い

ますが、国はマイナンバーカードの機能を、スマホに移し替える

ということを順次ロードマップの中で示していますので、今後は

マイナンバーカードがなければできないような手続も、そのマイ

ナンバーカードの情報が移し替えられたスマホを使って、やって

いけるようになっていくのではないかなと考えております。です

が、こういった状況が整備されるまでは、マイナ保険証というも

のがマイナンバーカードを使わないとできないものですから、緊

急時とかに保険証が使えないというような状況がないように、ち

ょっと詳しい手順は把握していませんけれども、持参しない人で

も 10 割負担とかとならないような対応をするように、現在なって

いるかと思います。そういった対応が続くのではないかなと思い

ます。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）病院事務局長。 

（ 朝比奈直之 君 ）病院事務局長です。 
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 佐藤議員の再質問にお答えいたします。 

 怪我、病気等で緊急時の対応でのマイナ保険証の利用というこ

とに関しましては、救急現場、あるいは救急搬送中におきまして

適切な応急処置、それから病院の選定に活用といったことにつき

まして、マイナ救急というような言われ方で、今年度 2025 年 10

月から全ての消防本部で解消されるということで伺っておりま

す。そうなった場合に、病院としてもその消防本部での救急現場

での対応に利用される、活用されるということにはなると思いま

すが、その救急の受入れに関しまして、病院も関係する部分がご

ざいますので、今後、その詳細なことが分かりましたら、病院と

しても対応してまいりたいと考えております。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）住民生活課長。 

（ 森 下 友 幸 君 ）住民生活課長です。 

先ほどのお答えに補足させていただきたいと思います。 

 マイナ保険証のメリットとしまして、マイナ保険証を持ってい

るというだけで、自分の病歴とか飲んでいる薬を救急隊に正確に

伝えることができます。それで円滑な搬送先、病院の選定とか、

適切な応急措置が実施できます。搬送中に搬送される病院でも、

治療の事前準備ができたりとかで、そういった円滑な連携ができ

るということで、そういったメリットがありますので、その人が

意識をなくしても、どういった病院に搬送して、どういう持病を

持ってとか、どういう検査を受けているとかということが分かり

ますので、そういったメリットを住民の皆さんによくお伝えして、

マイナンバーカードをもって、マイナ保険証として携行すること

を啓発していきたいなと考えております。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）７番、佐藤明孝君。 

（ 佐 藤 明孝  君 ）それではマイナンバーカードは、これで

終わりにします。 

 次に防災関係について、お聞きをいたします。 

 先ほど町長の答弁の中でも、避難所の設営訓練をいろいろやら
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れたというところで、これは新聞にも載りました。これについて

避難所の設営訓練ということになっておりますけれども、文化会

館において避難所の設営についての参加者が防災会の役員、役場

の職員、消防の人、いろいろいらっしゃいましたけれども、合計

で 150 人ほどというお話ですが、この設営訓練について、例えば

備蓄品の搬送とかは実際にされたのかどうか、それをちょっとお

聞きします。 

（ 中根信一郎 君 ）危機管理課長。 

（ 鈴 木 知 寿  君 ）危機管理課長です。 

 ただいまの佐藤明孝議員からの御質問にお答えをいたします。

ただいま議員の御指摘のとおり、６月 15 日に避難所の関係の運営

訓練等を実施しました。こちらにつきましては、備蓄品等の搬送

をしたのかという御質問でございますけれども、具体的にはテン

ト、仮設トイレ、ベッド、そういった拠点防災倉庫にありました

ものを文化会館に必要な個数を職員で事前に持ってきているとい

う形でございます。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）７番、佐藤明孝君。 

（ 佐藤 明孝  君 ）拠点倉庫にあった備蓄品を搬送したとい

うことです。 

 そして設営に関してですが、例えば国際基準で、スフィア基準

というものがございます。避難場所に避難した人たちの人権を最

低限守るためにということで、いろいろな項目も定められており

ますが、そういったところも考慮したうえでの訓練だったのかそ

こをお聞きします。 

（ 中根信一郎 君 ）危機管理課長。 

（ 鈴 木 知 寿  君 ）危機管理課長です。 

 ただいまの佐藤明孝議員の御質問にお答えをいたします。 

 スフィア基準を考慮したものなのかどうかといったところかと

思いますけれども、こちらにつきましては、その設営訓練をやる

前に講演会、先ほど町長の答弁にもありましたとおり、ＮＰＯ法
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人御前崎災害支援ネットワークの講師から講演をいただいており

ます。その中でもスフィア基準、国では一人３平米以上とか、い

ろいろな基準がありますけれども、そういったところの必要性と

いったところの御講演をいただいたといったところでございま

す。当日のテントの設営等、こちらにつきましては、限られたス

ペースであったといったところではございますけれども、それぞ

れ避難所における必要性、事前に通路を設定するとか、その後に

テントを設置しております。その中で必要な面積数、スフィア基

準で御指摘のありました面積、こういったところを確保して、テ

ント設営、ベッド等も設定をしたといったところでございます。

以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）７番、佐藤明孝君。 

（ 佐藤明 孝  君 ）森町は、今話したように、避難所の設営訓

練とか先だっては周智郡下の消防団員等による水防訓練とか、い

ろいろな訓練が、やはり防災意識高揚ために実施されております。

今回、水防訓練につきましては、例えば 74 ある森町の町内会の皆

様に関して、こういった水防訓練を町内会等独自で行うような、

という防災意識の高揚を図るために、もしくは各町内会に設けら

れている自主防災組織との連携をさらに強めるために、そういっ

た訓練的なものをいろいろ行うという計画そのものが、今現在あ

るのかどうか、その点をお聞きします。 

（ 中根信一郎 君 ）危機管理課長。 

（ 鈴木知 寿  君 ）危機管理課長です。 

ただいまの佐藤明孝議員からの再質問にお答えをいたします。 

 当町における各種訓練の計画といったところの御質問かと思い

ます。 

 先ほど町長の答弁にもありましたとおり、今年度におきまして

は、例えば、職員の動員訓練、それから地元の町内会の皆さんと

土砂災害の訓練、それから消防団による水防の訓練、その他今回

のような避難所の設営訓練等、いろいろな形の中で多種多様な訓
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練を計画、予定しております。既に実施したものもございます。

そういった中で、水防訓練、町内会独自でといったような御意見

かと思います。こちらにつきましては、そういった視点も取り入

れて訓練をやっていくことは必要だと考えております。森町は南

北に長い地理的な地形もございます。それぞれ 70 の自主防災会抱

えている地理的状況というのが、なかなかこうなっているもので

すから、それぞれの自主防災会で、自分たちの地理的条件も踏ま

えながら、いろいろな訓練を主体的に実施していただければと考

えておりますけれども、なかなか難しい側面もありますので、そ

ういったところにつきましては、当然、町も支援しながら、訓練

というのを、今後また計画をしていきたいというようなことも考

えております。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）７番、佐藤明孝君。 

（ 佐 藤 明 孝 君 ）それではちょっと質問が前後して申し訳

ないですが、最後に防災士の関係でお聞きいたします。 

 先ほどの答弁で、森町で 25 人いらっしゃるというお話を聞きま

した。またジュニア防災士については、ふじのくに防災士で静岡

県が独自に行っている制度であるということもお聞きいたしまし

た。この防災士の資格というのは確かに民間資格でございます。

そのために、なかなか行政が携わるようなこういった防災訓練等

には、参加される人がいらっしゃるとは思うのですけれども、そ

の場においてリーダーシップを図れるという活躍の場がちょっと

設けられていないのかなということも感じられました。これにつ

いては、町長の答弁の中でも今後はこういった資格者との連携を

図って、活躍の場を設けますというお話でした。したがってこれ

に関して、25 人の資格者に対しては今後どういった働きかけをす

るのか。そして今現在、森中、旭中の中学校の生徒さんで 191 人

が令和２年度に認証を受けているというお話も聞きました。こう

いった若い世代を早いうちから町内会へ親しませていただいて、

リーダー的な者を育てるという意味合いからも、やはり行政の役
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割というのは大切なところがあるかなと感じますが、最後にその

点について御答弁を聞きたいと思います。 

（ 中根信一郎 君 ）危機管理課長。 

（ 鈴 木 知 寿 君 ）危機管理課長です。 

ただいまの佐藤明孝議員の再質問にお答えをいたします。 

 まず、防災士の関係でございます。こちらとの今後の連携につ

いてといった御質問かと思います。 

 先ほど町長の答弁にもありましたとおり、町内には 25 人の防災

士が登録されているといったところを確認しております。それぞ

れ、いろいろな形の中で、取った年度とか、それから年齢、目的と

いったものは、各防災士さんそれぞれ違うかと思いますけれども、

一応防災士さんの意向等も確認をして、民間の資格であります。

先ほど佐藤議員がおっしゃいましたとおり、資格の取得によって

特定の権利が得られるとか、あるいは行動が義務付けられるとか、

そういったところはないといったような資格ではありますけれど

も、やはりそれなりの意識を持って取得された人でございますの

で、そういった人々の御意向等も今後当然くんで、考慮しながら、

地域の防災士としてそれぞれ活躍していただけるのかどうかとい

ったところを確認しながら、話合いの場等も設けながら、今後検

討していきたいと考えております。 

 それからもう１点のふじのくにジュニア防災士の関係ですけれ

ども、こちらにつきましてもやはり中学生が早い段階からそうい

った防災意識を持って。 

（ 中根信一郎 君 ）ここで時間がまいりましたので、終了と

させていただきます。 

 ここでしばらく休憩をします。 

（ 午前１０時３２分 ～ 午前１０時４５分 休憩 ） 

（ 中根信一郎 君 ）休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

 10 番、加藤久幸君。 

 質問は混合方式です。 
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 登壇願います。 

（ 加 藤 久 幸 君 ）10 番、加藤久幸でございます。 

 通告のとおり２問質問をいたします。 

 １番目の質問でございます。町での水道管老朽化の実態につい

て。水道管老朽化は、法定耐用年数、一般的には 40 年を超え、水

道管が経年劣化し、水漏れや水圧低下、濁水などの問題を引き起

こすことが考えられる。特に高度経済成長期に整備された水道管

の老朽化が全国的に進んでおり、社会問題となっている。町の実

態はどうか。以下の点について伺う。 

①水道管が老朽化することにより、さびや腐食、異臭などが考

えられる。また、古くなった金属製の水道管では鉛中毒などの健

康リスクも考えられる。水質が悪化した場合の対策について伺う。 

②水圧の低下や断水時の対応について伺う。 

③老朽化により、耐震性が低くなり、漏水や断水につながる可

能性が考えられる。地震時の対策について伺う。 

④水道管の更新には、ばく大な財源が必要となる。また、人材確

保も課題かと思われる。水道管更新時の財源と技師の確保につい

て伺う。 

 ２問目でございます。 

町内の小・中学校での不審者侵入時に対する対策について。東

京都立川市の市立第３小学校に、５月８日侵入した男二人が暴れ、

教職員がけがをした事件は記憶に新しいところである。防犯上の

観点から、不審者侵入に対する対策、対応、対処訓練などの実態

について伺う。 

（ 中根信一郎 君 ）町長、太田康雄君。 

（ 太 田 康 雄 君 ）加藤議員の御質問にお答えいたします。  

 初めに、「町での水道管老朽化の実態」について申し上げます。 

 森町水道事業における上水道管の老朽化についてでございます

が、６月５日の全員協議会において御報告いたしました経営戦略

でもお示しいたしましたとおり、管路経年化率といたしましては 
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48.4 パーセントとなっております。管路経年化率と申しますのは、

地方公営企業法施行規則により定められました法定耐用年数を超

えた管路延長の割合を示す指標で、管路の老朽化度、更新の取組

状況を示しております。一般的に、管路経年化率の数値が高いほ

ど、法定耐用年数を経過した管路を多く保有していることとなり

ますので、管路の更新の必要性を推測することができます。森町

水道事業の管路経年化率は、給水人口 1.5 万人以上３万人未満の

類似団体の平均値より高い水準で、上昇傾向を示しております。

これは、事業開始時に取得した管路が令和元年度に法定耐用年数

を超えたため、平成 29 年度では 0.64 パーセントと非常に低い数

値であったものが、令和元年度に一気に跳ね上がり、令和５年度

には 48.4 パーセントとなった結果でございます。一方で、この管

路経年化率、一般的に言われております老朽化率についてでござ

いますが、先ほども申し上げましたとおり、法定耐用年数を超え

た管路延長の割合を示す一つの指標でございます。法定耐用年数

と申しますのは、地方公営企業法施行規則で定められた、固定資

産の減価償却に係る年数を指しておりまして、水道管につきまし

ては、材質の如何に関わらず全て 40 年とされており、水道管の寿

命自体を定めたものではございません。水道管の寿命は、管の材

質や継ぎ手部材、埋設環境などによって異なります。例えば、ダ

クタイル鋳鉄管は、土壌によって 65 年から 100 年程度使用可能と

されております。 

 １点目の「水道管が老朽化することにより、さびや腐食、異臭

などが考えられる。また、古くなった金属製の水道管では、鉛中

毒などの健康リスクも考えられる。水質が悪化した場合の対策に

ついて」の御質問でございますが、漏水修繕や管路更新の際に撤

去しました水道管を確認してみますと、経年劣化した鋼管、いわ

ゆる鉄管や鋳鉄管の継ぎ手部分などにおいて、さびや腐食が見ら

れることがございます。これらを原因とする漏水や濁水の発生は

ございますが、健康被害については確認されておりません。また、
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毎年更新しております「森町水道水質検査計画」に基づきまして、

年 365 日の毎日検査を含めまして水道法に定められました水質検

査を実施しており、健康被害を引き起こすような異常な数値はご

ざいません。鉛製の水道管につきましては、加工しやすくさびも

出ないため、古くから給水管として全国的に使われておりました。

給水管と言いますのは、森町水道事業が管理する公有地内、主に

道路内に布設されております配水管から、それぞれの御家庭に上

水道を引き込む際の水道管のことでございます。本町においても、

過去には鉛製の給水管の使用について承認しておりましたが、現

在においては、その使用を禁止しております。なお、鉛管を使用

している場合は、ごく微量ですが鉛を溶出する可能性があります

が、この場合であっても日常の使用では水質基準以下であり、健

康上支障となることは、ほとんどございません。なお、給水管に

つきましてはお客様の財産でございますが、公有地部分について

は町で維持管理しております。一方、民有地部分につきましては

通常、お客様に維持管理していただいておりますが、鉛製給水管

につきましては、水道メーターまでの工事費は町が負担し、交換

をしております。また、鉛の加工性ゆえの老朽化による漏水が頻

発していたことから、配水管路更新工事や漏水修繕に併せて布設

替えもしております。漏水等の水質が悪化した場合につきまして

は、配水管の各所に設置しております排泥管によって速やかに排

除するとともに、場合によっては給水を停止し、必要に応じて給

水活動、水質検査の実施をいたします。 

 ２点目の「水圧の低下や断水時の対応」につきましては、水道

管の老朽化を原因とする水圧の低下はございませんが、漏水等に

よる水圧の低下もしくは断水等が起こり得ます。これらに対しま

して、発見次第、早急に漏水修理に取りかかることにより、早期

解消に努めているところでございます 。  

 ３点目の「地震時の対策について」でございますが、耐震性に

つきましては、管の種類、継ぎ手形状、埋設環境等により大きく
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左右されることから、法定耐用年数を基準とする老朽化だけで判

断されるべきではございません。本町におきましては、管路更新

計画を基本とし、重要度及び老朽度の程度である健全度を考慮し

た実使用年数で更新しており、その際には、耐震性能を有してい

る管種での布設替えをすることにより、地震等の災害に備えてお

ります。 

 ４点目の「水道管の更新には、ばく大な財源が必要となる。ま

た、人材確保も課題かと思われる。水道管更新時の財源と技師の

確保について」でございますが、議員御指摘のとおり、水道管の

更新には、ばく大な財源が必要となります。アセットマネジメン

トにより、構造物及び設備と管路の更新需要を試算したところ、

法定耐用年数で更新した場合、40 年間の合計で約 156 億 5,000 万

円となる見込であります。重要度等を考慮して更新した場合にお

いても約 85 億 2,000 万円となる見込であります。その財源につき

ましては、公営企業として独立採算が基本でありますことから、

収益的収入としての料金収入、及び企業債の借入れが主な財源と

なります。企業債につきましては、費用負担の世代間の公平性を

保つ一方で、残高が多くなりすぎると将来世代への負担を強いる

こととなります。このため、将来にわたり安全・安心な水道事業

を維持していくためには、経営戦略上、料金改定が必要となる見

通しとなりました。料金改定につきましては、令和４年度に「森

町上下水道事業の料金等審議会」から、段階的な改訂の必要性に

つきまして答申を受けているところではありますが、今後再び審

議会を開きまして、審議会委員の皆様の御意見を伺い、検討して

まいります。また、更新需要に関わる技師の確保についてでござ

いますが、現在、大学卒業者、公務員経験者、民間企業等経験者を

対象に、土木技術職員の募集をいつでも受け付ける随時募集を実

施しております。また、町のホームページ上からリンクされてお

ります職員採用サイト上に、土木技術職員のインタビュー動画、

インタビューブログを掲載し、職場の様子が分かるよう配信して
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おります。しかしながら、全国的に土木技術職員の不足が深刻化

しており、確保が難しい状況となっておりますので、土木技術職

員の確保と併せて、組織再編等を行い、対応していきたいと考え

ております。また、職員の技術力向上や技術の継承等の人材育成

につきましても取り組み、引き続き安全・安心な水道水を提供し

てまいりたいと考えております。 

（ 中根信一郎 君 ）教育長、野口和英君。 

（ 野 口 和 英 君 ）教育長です。 

続きまして加藤議員の「町内の小中学校での不審者侵入時に対

する対策について」の御質問に、私、教育長から申し上げます。 

 各小中学校では、年度当初に「危機管理マニュアル」を作成し、

学校の管理下において事故等が発生した際、迅速かつ適切な対応

が行えるよう、学校職員の役割や体制の計画を明確にし、このマ

ニュアルを通じて、職員間の対応の共有理解を図り、併せて訓練

を実施しています。このマニュアルは地震等の災害対応はもとよ

り、登下校中の交通事故や熱中症の対応のほか、不審者侵入時の

対応等も含まれています。町内の各学校は、広い学校敷地の周り

をフェンスや法面で囲まれている立地条件の中、学校敷地への不

審者侵入の対策として、校門や通用口に門扉やチェーンを設けて、

登下校時以外は原則的に閉門をしています。また「学校内に許可

無く立ち入らない」旨の看板を設置し、許可のない訪問者を拒む

意思を示しています。 学校敷地内や校舎内で訪問者を確認した場

合は、学校関係者が積極的に挨拶や声掛けをし、立入りの目的を

確認したり、事務室等での受付を促したりして不審者かどうか見

極めるよう心がけています。その中で、正当な理由のない立入り

者にはちゅうちょすることなく退去を求めることとしています。

不審者と認め、退去を求めても退去しない場合は、学校の職員は

職員室への緊急連絡や警察へ通報する、児童・生徒の安全を守る

ために保護する行動をとる、不審者侵入の現場に向かうといった

役割に沿った行動をとります。具体的な対応としては、児童・生
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徒の安全確保を第一に考え、状況に応じた安全な場所に避難させ

たり、不審者侵入の現場では、不審者制御棒「さすまた」等を利用

し不審者の移動を阻止したり、不審者による被害が予想される場

合はその被害の拡大を防止するための行動をとることが想定され

ます。また万一、負傷者等が出た場合は応急手当をし、救急隊の

到着時には的確に負傷の程度を伝え、救急車には必ず教職員が同

乗するよう計画しています。事件後の対応として、事件の情報を

収集し、一連の対応等を整理して教育委員会に報告するとともに

保護者への説明会を設けたり、スクールカウンセラー等と児童・

生徒の心のケアをしたり、事件で得た教訓を再発防止に生かして、

より安全な学校運営につながるよう検証を行ったりして、教育活

動の再開準備につなげる計画としています。例年、各学校で行っ

ている訓練につきましては、児童・生徒を対象とした訓練を６月

頃、職員を対象とした訓練を８月頃に計画しています。今回の立

川市の事例のような校内への不審者侵入時の対応に特化した訓練

ではなく、幅広く「防犯訓練」として実施ししており、登下校時に

不審者と遭遇した時の自分の身を守るための心構えや対応につい

て、スクールサポーター等に指導の協力をいただき、実施をして

います。今回の立川市の小学校への不審者侵入事件では、暴力行

為を意図して学校内へ侵入したことなど、予測し難いケースも発

生することを再認識したところであります。改めて校内の防犯対

応を見直し、事前準備・訓練・事後対応について共有理解を図る

とともに、個々の職員が想定された役割だけにとらわれず、その

場における臨機応変な対応をとることができるよう心がけて訓練

を行うよう、園長校長会で各学校に依頼をしたところです。教育

委員会といたしましても、学校に関わる全ての職員が児童・生徒

の生命や健康を最優先に、迅速かつ適切な対応が行えるよう防犯

意識をもって、安全・安心な学校経営につなげられるように、引

き続き各学校の危機管理意識の高揚に努めてまいりたいと考えて

おります。以上申し上げまして、答弁といたします。 



- 28 - 

 

議  長 

10 番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

上下水道 

課  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 中根信一郎 君 ）10 番、加藤久幸君。 

（ 加藤 久幸  君 ）水道管の老朽化の問題で１番、それから

２番、水質が悪化した場合の対策、それから水圧の低下や断水時

の対応、これについてはしっかり安全に管理されているというこ

とで理解をいたしました。 

 ③のところでございますが、これは報道によると、国が水道管

に対して 2028 年度までに、最新適合率を 60 パーセント以上に引

き上げる目標を掲げたと聞いています。森町水道事業において、

耐震適合率はどのような状況であるか、伺いたい。また、能登半

島沖地震においては、石川県では被害の大きかった珠洲市や輪島

市など、能登半島北部を中心に最大でおよそ 11 万戸が断水したと

聞いている。断水の原因としては、広範囲にわたり、配水管が損

傷したことに加え、各自治体の取水場や浄水場、配水池が被災し

たためと聞いています。改めて地震による漏水や断水に対する森

町水道事業においての備えについて伺います。 

（ 中根信一郎 君 ）上下水道課長。 

（ 小 坂 一 郎  君 ）上下水道課長です。 

 加藤議員からの森町の耐震適合率について、また、被災時の漏

水、断水に対する備えについての再質問につきまして、お答えい

たします。 

国では南海トラフ地震や首都直下型地震など発生が想定される

大規模自然災害に対して強じんな国づくりに関する取組として、

国土強靱化基本計画及び国土強靱化年次計画 2022 を策定し、水道

においては、基幹管路の耐震適合率を 2028 年度までに 60 パーセ

ント以上に引き上げる目標を掲げております。基幹管路と申しま

すのは、導水管や送水管、配水本管のことを言いまして、配水本

管とは、配水管のうち、特に重要な管路のことでございます。国

が目標としている耐震適合率と申しますのは、この基幹管路の延

長に対する耐震性能を有している管種の割合を示す数値となって

おります。耐震性能を有している管種と申しますのは、レベル２
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地震動において、地震によっては管路の破損や継ぎ手の離脱等の

被害が軽微な管のことでございまして、ＮＳ形継ぎ手等の耐震型

継ぎ手を有するダグタイル鋳鉄管、Ｋ形継ぎ手等を有し、良い地

盤に敷設されているダグタイル鋳鉄管、溶接継ぎ手を有する銅管、

ＲＲロング継ぎ手等を有する硬質塩化ビニール管、高密度熱融着

継ぎ手を有するポリエチレン管、溶接継ぎ手を有するステンレス

管が対象となります。これらの管種の基幹管理における耐震適合

率について、令和４年度の全国平均が 42.3 パーセント、静岡県平

均が令和４年度 43.2 パーセント、令和５年度 43.8 パーセントと

なっております。対しまして、本町の基幹管路の耐震適合率は、

令和４年度が 37.1 パーセント、令和５年度が 38 パーセントとな

っており、静岡県平均、全国平均と比べましても低い数値と言え

ます。昨年度見直しを行いました経営戦略の投資財政計画を見ま

しても、2028 年度末までに 60 パーセント以上の目標達成は、収益

を考慮いたしますと、財政的に不可能であると言わざるを得ませ

ん。一方で、厚生労働省の耐震化の状況の中では、配水池の耐震

化率についても公表されており、令和４年度の全国平均が 63.5 パ

ーセント、静岡県平均が 71.5 パーセントとなっております。本町

の配水池の耐震化率は、令和４年度において、配水池の容量 4,600

立方メートルで 100 パーセント、令和５年度においては、配水池

容量 5,600 立方メートルで 100 パーセントを達成しております。

配水池につきましては、東日本大震災の震災直後の状況及び自衛

隊を含め、全国各地からの応急給水活動の状況等を検証しました

ところ、配水管が被災したことによる漏水で配水池の水位が低下

し、応急給水用の水が不足する問題点が指摘されました。この教

訓をもとに、本町においては、大規模災害の対策として配水池の

増設及び耐震化を最優先の施設整備事業として計画し、実施して

おります。本町内の北部、南部、西部の３配水池につきましては、

全て耐震性を有しておりまして、本年度から実施予定の南部配水

池の増設工事、加えてその完成後に計画しております既設南部配
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水池の改修工事が完成した暁には、大規模災害被災直後の火災消

火用の貯水容量 4,000 立方メートルに加え、被災後における森町

の人口の１週間以上の応急給水容量であります 2,500 立方メート

ルが確保されることとなります。また、北部配水池につきまして、

耐震適合性のある管により総合体育館まで結ばれておりまして、

仮に災害により大規模な漏水があったとしても、緊急遮断弁と通

期の仕切弁操作により、新しい配水池 1,000 立方メートルからの

直結給水が可能となります。体育館駐車場東側に設置してござい

ます給水口から給水車のへの給水も可能となっております。その

他の管につきましても、管路更新計画をもとに、配水池から近い

重要管路や耐震性を有してない管を中心に、重要度を考慮し、優

先順位を整理したうえで、耐震管への更新をしております。今後

も同様の手法により、老朽管の更新により耐震化率の向上に取り

組み、災害に強い水道施設の整備を行い、安全安心な水道水の安

定供給に努めてまいります。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）10 番、加藤久幸君。 

（ 加 藤 久 幸  君 ）３番については理解いたしました。 

 続いて４番のところでございます。 

 財源と技師の確保というところで、先ほどの町長の答弁では、

経営戦略において構造物及び設備と管理の更新需要の資産額が 40

年間の合計で約 156 億 5,000 万円、重要度等を考慮して更新した

場合においても、約 85 億 2,000 万円となるとのことでしたが、単

純に更新事業を 40 年で割った場合、法定耐用年数で更新していく

と毎年３億 9,000 万円、重要度を考慮した場合でも、毎年２億

1,000 万円かかると理解をいたしました。しかしながら、全員協議

会で説明していただいた経営戦略の投資財政計画によると、資本

的支出の建設改良費が令和７年度が約４億円、令和８年度、令和

９年度が約３億円、令和 10 年度以降が約２億数千万円となってい

ます。この金額についての相違を再度伺いたいと思います。 

（ 中根信一郎 君 ）上下水道課長。 
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（ 小 坂 一 郎 君 ）上下水道課長です。 

 加藤議員の再質問にお答えいたします。 

 経営戦略における更新需要の見通しと投資財政計画の関連性に

ついての御質問と理解いたしましたのでお答えいたします。 

 まず、経営戦略における更新需要の見通しにつきまして御説明

いたします。森町水道事業では、平成 30 年度にアセットマネジメ

ントを実施いたしまして、保有資産の老朽化の程度を検討し、計

画期間 40 年といたしまして、令和 39 年度までの更新需要を試算

いたしました。法定耐用年数で更新した場合の管路と構造物及び

設備についての更新需要は、議員御指摘のとおり、約 156 億 5,000

万円とばく大な金額となってしまいます。しかしながら、町長の

答弁でもお答えいたしましたとおり、法定耐用年数は水道管の寿

命自体を定めたものではございません。そのため、概ね法定耐用

年数を 1.2 から 1.5 倍、一部の資産につきましては、1.5 倍した

年数を実際に使用できる実使用年数といたしました。さらに、口

径 150 ミリ以上の管路を重要管路として位置づけ、非耐震管路は

法定耐用年数で更新し、それ以外の管路については、実使用年数

で更新する方針として、計画いたしました。この場合、管路需要

が約 85 億 2,000 万円として、経営戦略において計画いたしまし

た。この実使用年数で更新をする場合においても、計画期間の当

初５年間、既に過ぎてしまっておりますが、平成 30 年度から令和

４年度の更新需要が約 46 億円となっております。実績といたしま

しても、この５年間という短期間ではこの更新需要を財政的に負

担できないことから、その一部のみを更新している状況でござい

ます。このように投資財政計画においては、更新事業の約 85 億

2,000 万円について、整備スケジュールを考慮しつつ、単年度にお

ける財政負担を考慮いたしまして、計画期間の 40 年間で平準化し

ております。また、単純に更新事業の 85 億 2,000 万円を計画期間

の 40 年間で割った場合、毎年約２億 1,000 万円強となりますが、

更新需要につきましては、更新に関わる人件費や測量設計等の委
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託費が含まれていないことや整備スケジュールによる配水池関連

事業等の大型事業に関わる単年度負担が増加するなどにより、単

純な平準化をすることができないため、設備、管路の更新需要と

料金収入による財源を考慮して、投資財政計画については計画い

たしました。その結果といたしまして、更新需要の 40 年間の平均

額と建設改良費の額に相違がある結果となっております。なお、

計画期間の当初の更新需要を、財源不足により後年度に平準化し

たことにより、この計画であっても、実使用年数を超えた管路を

今後も維持していかざるを得ず、管路経年化率、いわゆる老朽化

率についても、劇的な改善は非常に困難な状況です。以上のこと

から、今回策定いたしました経営戦略につきましては、将来にわ

たり、安全・安心な水道事業を維持していくためには、必要最小

限の計画であると考えております。今後も、水道事業を安定的に

経営していくため、今回策定いたしました経営戦略をもとに、治

要予測の実績とのかい離状況、整備事業の進捗状況、財政計画の

見直しなどを定期的に実施し、安全・安心な水道事業を維持して

まいりたいと思います。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）10 番、加藤久幸君。 

（ 加 藤 久 幸  君 ）④について、了解しました。 

次に小中学校での不審者侵入時の対応についてでございますけ

ども、まず、対策、対応、対処訓練三つに分けて質問したわけです

が、ここで学校で取り組んでいる具体的な取組、それは両方のこ

とが言えると思います。教職員に対してと、それから児童・生徒

に対して、その２点について伺います。 

（ 中根信一郎 君 ）学校教育課長。 

（ 塩澤由記弥 君 ）学校教育課長です。 

 ただいまの加藤議員の再質問にお答えさせていただきます。 

質問内容といたしまして、学校で取り組んでいる不審者対応の

具体的な取組はという、職員、児童、それぞれどのように取り組

んでいるかというような御質問でございました。 
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 教職員に対しましては、不審者の侵入をイメージした訓練に取

り組んでおります。先ほどの教育長の答弁にもございましたよう

に、各学校において危機管理マニュアルを作成しておりますので、

そのマニュアルに従いまして、初動の対応と有事の際の臨機応変

な対応、またその事後の児童・生徒のケアも含めまして、一連の

取組について確認しながら、訓練を行っております。また、毎年、

救命救急講習ということで、不審者対応だけではございません。

災害対応も含めて学校内で有事があって怪我等が発生した場合

は、救命救急が必要となりますので、消防署森分署等に出向いて、

教職員の訓練として取り組んでおります。また、児童・生徒に対

する不審者等の対応の訓練といたしましては、直接的に不審者と

いうよりも児童・生徒が自らの身を守るための行動や心構えにつ

いての講習といいますか、訓練を行っております。スクールサポ

ーター、警察のＯＢとか、そのような御協力をいただきまして、

例えば防犯標語で「いかのおすし」という言葉を使ったりして、

児童・生徒に示すのですけども、「いかのおすし」というのはそれ

ぞれの言葉の頭文字となっていまして、「いか」ないということで、

知らない人の誘いには乗らない、「の」らないということで、知ら

ない人の車には乗らない、「お」おきな声で助けを求める、「す」ぐ

に逃げる、「し」らせる、何かあったら知らせるという頭文字を組

み合わせて、「いかのおすし」というような言葉を使っております

が、そのような内容を示したり、ＤＶＤで実際の不審者から声を

かけられた場合の対応について、生徒にお知らせしているという

ことです。また町内に子供 110 番の家、協力していただいている

御家庭があります。登下校時に、何か困ったことや不審者とかも

もちろんですけども、例えば気持ちが悪いとか、そういったこと

も含めてそのような協力をしていただいているお宅に助けを求め

るというようなことも情報としてお知らせをしております。いず

れにいたしましても、今回の御質問の不審者に対する対応という

範ちゅうではないですけれども、広くそのような取組、訓練を行
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っております。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）10 番、加藤久幸君。 

（ 加藤 久幸  君 ）いろいろな取組を聞かせていただきまし

た。 

 一番重要なことですけども、各管内の小中学校、不審者が侵入

してから、110 番してからの到着時間を教えてください。 

（ 中根信一郎 君 ）教育長、野口和英君。 

（ 野 口 和 英  君 ）教育長です。 

 ここ数年、管内の小・中学校では、不審者対応として 110 番を

したことはございません。自分の記憶では、平成 12 年度ぐらいに

さかのぼるのですけれども、その時には不審者ではなくて、校内

のちょっとしたトラブルがあって、警察に通報し、来ていただい

たことがありますが、その際には本当にもう短時間で、10 分もか

からないぐらい、10 分足らずで到着したという記憶がございます

ので、現在、学校統合も済みましたので、それぞれどの学校でも

いざというときにはかなり短時間で来ていただけるのではないか

なと踏んでおります。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）学校教育課長。 

（ 塩澤由記弥 君 ）学校教育課長です。 

 先ほどの御質問に対する答弁につきまして、教育長から申し上

げたとおりです。 

今後の対応として、今現在、救急の連絡をしてからどの程度で

到着するかというような数字とか、実態は、数字的なものは持ち

合わせてございませんが、今回、この立川市の事件等もありまし

て、今年度、各学校で実施する、８月を予定しておりますが、職員

向けの研修の中でできれば、警察の生活安全課等に御協力をいた

だきながら、実践に近い訓練ということで取り組むことを学校に

お願いしております。したがいまして、そのような中で、今議員

の御質問がありましたような到着時間等も見越して、イメージし

ながら取り組むようにということで、改めて学校に伝えたいなと
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考えております。以上です 

（ 中根信一郎 君 ）10 番、加藤久幸君。 

（ 加 藤 久幸  君 ）ぜひその辺は時間の数字的なものを把握

された方が、学校としての対応の時間も含めて、今後生かせるの

かなと思いますので、その辺はぜひ実行していただきたいと思い

ます。それと、これ本当に重要なことでして、私も実際にこの訓

練を行った静岡市の千代田東小学校に出向いて、校長先生、それ

から市役所の教育委員会の人、それと教頭先生等も話をしてまい

りました。そうした中で、このようなことをやられているという

ことで、お聞きしましたけども、おそらく不審者が入ったときに

緊急放送を流すと思うのです。そのときに不審者が入ったという

緊急放送だと、犯人も刺激してしまうということで、暗号を設け

てやっていると、それは何の暗号かというと、「副校長先生、職員

室にお戻りください。」と。実際には副校長先生はいないわけです。

それは児童にも生徒にも、教職員にも共有されていると。そうい

うことで、これは本当に良いことかなと思いましたけど、その辺

のお考えについてお伺いします。 

（ 中根信一郎 君 ）学校教育課長。 

（ 塩澤由記弥 君 ）学校教育課長です。 

 ただいまの議員の訓練時の暗号等の御意見をいただいておりま

す。町におきましても学校で独自の取組として、全ての学校でそ

のような暗号といいますか、を使っているかどうかということま

では確認しておりませんが、一部の学校では、一斉放送の際に「100

番対応をとります」というような言葉を使うということとか、「赤

い車がどこどこに止まっています」という赤い車というフレーズ

で、緊急事態ということをお知らせするというような学校がある

ということを確認しております。ただいまの御意見を参考にさせ

ていただきたいと思います。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）10 番、加藤久幸君。 

（ 加 藤 久幸  君 ）まず子供は静かに待機させて、絶対に騒
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がせないということが重要かなと思います。これは不審者の刺激

になってしまうと思いますので、それから緊急放送、今の赤いと

いうこともいただきましたので、ぜひここら辺は実践をしていた

だければと思います。それと児童の命、生徒の命、それから教職

員の命を守ることが、これはもう最優先ということで考えないと

いけないと思います。本当に命の危険を感じたら、教職員も逃げ

る、児童・生徒も逃げる、こういうことが大事かなと思います。先

ほど「さすまた」の話がありましたけども、実際私も浜岡原子力

発電所で警備会社と警察ＯＢ、それから私も講師になりまして、

不審者侵入に対する対応を行いました。そうした中で「さすまた」

は非常に有効なものでして、ところが、使い方を間違えると非常

に危険でして、あれは距離を確保するためのもので、向こうが相

手側が二重になっています。持ち手は１本で、相手に制圧すると

きに２本ですから、それを肩あたりに押しつけるわけですが、そ

れを外しますと、相手は２本「さすまた」を持てます。そうすると

持ち手は１本ですから、２本の方が力が強いわけです。だから、

その辺のさすまたの使用方法も教職員にしっかりと教える必要が

あると、このように感じますが、その点いかがでしょうか。 

（ 中根信一郎 君 ）学校教育課長。 

（ 塩澤由記弥 君 ）学校教育課長です。 

 ただいまの議員の「さすまた」に関する御意見といいますか、

御質問でございます。 

 各学校では職員室であるとか、フロアに、１階１か所であると

か、複数の「さすまた」を整備しております。ただ実際に有事の際

に抵抗する武器として持ってということは意識していますが、実

際に使ってみるというような機会がおそらく少ないがために、い

ざ使おうと思っても、有効な使い方ができにくい可能性があると

いうように感じました。したがいまして、先ほどの緊急放送の暗

号も然りですけれども、また各学校での訓練の際には、実際に使

ってみてというようなことが非常に大事だなと思いますので、そ
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こら辺の指示といいますか、話をさせていただきたいと考えます。

以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）10 番、加藤久幸君。 

（ 加 藤 久幸  君 ）ぜひその辺の訓練はやられていただいた

方がよろしいかと思います。私も協力して犯人役でも何でもやり

ますので、ぜひおっしゃってください。 

あと、千代田東小学校に行った時に、今皆さん掲げているその

名札を先生方も掲げていて、全教職員がそこの名札のところにホ

イッスルをつけているのです。ホイッスルで危険を知らせると、

これ非常に安価で、すぐできることかと思いますので、実践をし

ていただければと思いますが、いかがでしょうか。 

（ 中根信一郎 君 ）学校教育課長。 

（ 塩澤由記弥 君 ）学校教育課長です。 

ただいまの加藤議員のホイッスルの携帯についてお話をいただ

きました。実際、現場では小学校に関しましては、危機管理も含

めて、日常の学校活動の中で使う機会もあるものですから、いろ

いろな意味で付けているケースが多いですけれども、中学校につ

いては携帯していないケースがございます。また、こちらにつき

ましても各学校へ周知をしていきたいと思います。 

（ 中根信一郎 君 ）10 番、加藤久幸君。 

（ 加 藤 久幸  君 ）有効なことだと思いますので、ぜひお願

いをしたいと思います。 

 あともう一つ確認ですが、「さすまた」と同様に、相手を拘束す

るもの、ネットランチャーというのがあるのですが、それについ

ての各学校での整備はいかがですか。 

（ 中根信一郎 君 ）学校教育課長。 

（ 塩澤由記弥 君 ）学校教育課長です。 

ただいまの議員のお示しいただきましたネットランチャーとい

うことで、おそらく打つとネットが開いて、相手を拘束するとい

うようなものだと想定されます。不審者に対して非常に有効だと
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は思いますけれども、具体的に各学校とかに置いてある事例はお

そらくないと思いますので、またそこの商品等の費用の問題もあ

りますので、その辺等いろいろな面で検討してまいりたいと思い

ます。 

（ 中根信一郎 君 ）10 番、加藤久幸君。 

（ 加藤 久幸  君 ）最後になりますが、学校の防犯対策とし

て整備が必要なもの、これが足りないとか何かあると思うのです

が、例えば学校では「さすまた」が１本しかないとか、防犯カメラ

がついてないとか、いろいろなことあると思うのです。あとは、

今先ほどおっしゃった、内線の電話、それから一斉放送等、ここ

ら辺がしっかりされているか、そこら辺の整備が必要なものをち

ょっと教えてください。 

（ 中根信一郎 君 ）学校教育課長。 

（ 塩澤由記弥 君 ）学校教育課長です。 

ただいまの議員の学校の防犯上として必要な備品であるとか、

整備が必要なものということで御質問がありました。 

 先ほど来、議員から暗号であるとか、「さすまた」であるとか、

ホイッスルであるとか、ネットランチャーであるとか、いろいろ

教えていただきましてありがとうございます。それらも含めてと

いうことになろうと思いますけれども、各学校の施設が非常に老

朽化しておりまして、40 年、50 年経つ建物がほとんどでございま

す。その中で一つ懸念されるのが、一斉放送の設備とか、各教室

と職員室を結ぶ内線電話の設備というのも、同様に老朽化をして

おります。今回の事件を見ますと、教室に侵入者が入ったものを

全校に知らせるための、やはりそういった機器というのは、有事

の際、非常に有効だと思いますので、今一度、それらの内線電話

と一斉放送の設備について点検をして、必要なものについては更

新していくというようなことをしたいと、取り組みたいと思いま

す。またあわせて、先ほども申し上げました「さすまた」であると

か、その他の機器についても確認をしていきたいと思います。以
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上です。 

（ 中根信一郎 君 ）10 番、加藤久幸君。 

（ 加 藤 久 幸 君 ）答弁漏れがありましたけども、防犯カメ

ラについてはいかがですか。 

（ 中根信一郎 君 ）学校教育課長。 

（ 塩澤由記弥 君 ）学校教育課長です。 

防犯カメラの設置についてということで、御提案をいただいて

おります。防犯カメラにつきましては、門とか、入口のところに

ついて、防犯カメラがあるということで、侵入者の心理的な抑制

効果というのが、まずあると思います。また万一、犯罪が発生し

た場合の誰がどういう行動をとって、何をしたかという立証効果

といいますか、その記録的な役割というのもある、そのような効

果があると思います。また、それとは別に課題として、森町のよ

うな広い校庭といいますか、敷地を持つ学校に、どの場所に防犯

カメラを何台設置するかとか、例えばそのような防犯カメラの映

像を職員室とか、校長室とかでモニターで監視するということに

なろうかと思いますけども、それらのカメラの情報をどのように

日常の生活の中で生かすかとか、維持管理も含めて、効果もあり

ますし、課題もあるというようなことと思いますので、そこら辺

を総合的に考えて、先ほどの防犯対策としての必要なものとして

の位置づけを今一度検討していきたいと思います。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）教育長、野口和英君。 

（ 野 口 和 英 君 ）教育長です。 

 ただいまの加藤議員の防犯対策としてのカメラに関する件につ

いて、補足をさせていただきます。 

今、学校教育課長からそれぞれの対策についてお話がありまし

たけれども、学校、町内では５校ございますが、それぞれ立地条

件が異なります。それぞれ必要なものも異なってくるだろうと思

われますので、今度７月の初めに園長校長会がございますので、

その際にもう一度防犯体制について見直しをするようにというこ
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とで、必要なものについては、ヒアリングを実施するということ

で検討してまいりたいと思います。ちなみに防犯カメラを設置し

ている学校は磐周管内でもそうたくさんはなくて、自分がかつて

勤務した学校で使っているところありましたけれども、昇降口２

か所につけて事務室でモニターを見るというような形でございま

したが、なかなかそれだけでは防犯の対策、完全ではございませ

んので、費用面も含めまして様々な角度から検討してまいりたい

と思います。以上でございます。 

（ 中根信一郎 君 ）ここでしばらく休憩します。 

（ 午前１１時４１分 ～ 午後 １時００分 休憩 ） 

（ 中根信一郎 君 ）休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

 ４番、佐藤嘉彦君。 

 質問は一問一答方式です。 

 登壇願います。 

（ 佐 藤 嘉 彦 君 ）４番、佐藤嘉彦でございます。 

 私は通告どおり、一問一答方式により、森町職員の人材育成・

確保の取組について町長にお伺いをいたします。 

 人口減少・少子高齢社会を迎え、今後、生産年齢人口の絶対量

が不足し、経営資源が大きく制約されることが想定される中、複

雑・多様化する行政課題に対応するうえで、地方公共団体におけ

る人材育成・確保の重要性は従前にも増して高まっていると考え

る。総務省は令和５年 12 月、「人材育成」・「人材確保」・「職場環

境の整備」等を総合的に図る観点から、各地方公共団体が基本方

針を改正等する際の新たな指針として、「人材育成・確保基本方針

策定指針」を策定したところであります。本町においても、職員

の一人一人の能力を最大限に引き出す仕組み、環境づくりに取り

組むことは町政の推進や住民サービスのさらなる向上に直結する

ことから、中長期的な視点を持ち、「めざす職員像」、「めざす組織

理念」を明確にしたうえで、人材育成・確保に一層力を入れてい

く必要があると考える。そこで以下の点を伺う。 
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 ①森町職員の人材育成・確保基本方針を策定する予定はあるか。 

 ②人事は採用から、採用は人材育成の入口ともを言われており

ます。今年度においても、既に令和８年度採用の職員募集が行わ

れておりますけれども、人材確保に向けて受験資格や面接試験等

において工夫している取組はあるか。 

 ③職員研修について、これにつきましては森町人事行政の運営

等の状況についてということで、ホームページ上を公表されてい

るとおり、毎年度様々な研修に取り組まれておりますけれども、

国や県との人事交流、この制度を現在以上に積極的に取り組む考

えはあるか。 

 ④職員の一層の自己研さんを促すため、研修支援の一環として

資格取得支援制度の創設を検討していく考えはあるか。 

 ⑤４月に入庁しました 23 人の皆様をはじめ、既に入庁され、一

線で活躍されている職員の皆さんにとって、風通しが良く、個人

が守られているという実感が持てる安心した職場づくり、そして

「やりがい」が感じられる魅力ある職場づくりにどのように取り

組まれているか。以上でございます。 

（ 中根信一郎 君 ）町長、太田康雄君。 

（ 太 田 康 雄 君 ）佐藤嘉彦議員の「森町職員の人材育成・確

保の取組について」の御質問にお答えいたします。  

 はじめに、全国の自治体を取り巻く状況は、人口減少と高齢化

の進行、そしてデジタルトランスフォーメーションの加速など、

目まぐるしく変化しております。このような状況下で、私たちが

町民の皆様の期待に応え、質の高い行政サービスを提供し続ける

ためには、「人」こそが最も重要な資産であると考えております。

人材の育成・確保は全国の自治体で急務となっており、人材育成・

確保基本方針は、人材育成の目的、方策等に加え、人材確保や職

場環境の整備の方向性を示すものであります。 

 １点目の「森町職員の人材育成・確保基本方針を策定する予定

はあるか。」につきましては、短期的には毎年、研修計画を作成し、
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どのような研修を実施するかを定め、人材育成を行っており、ま

た毎年の採用試験で職員を確保してまいりました。一方で、長期

的には議員御提案の人材育成・確保基本方針が必要と考えますの

で、策定について検討してまいりたいと思います。  

 ２点目の「今年度においても、既に令和８年度採用の職員募集

が行われたが、人材確保に向けて、受験資格や面接試験等におい

て工夫している取組はあるか。」につきましては、これまで受験可

能年齢を 30 歳までとしておりましたが、令和５年度３次募集から

事務職員は 35 歳まで、土木技術職員及び保健師は 40 歳まで、本

年度から事務職員及び土木技術職員の公務員経験者は 46 歳まで

に引き上げて実施しております。また土木技術職員につきまして

は、特定の試験日を設けず、随時募集を行っております。さらに

令和６年度からカムバック制度を開始し、正規職員として勤務し

た後、様々な事情で退職した人で、再び森町職員として勤務する

ことを希望する人が面接試験のみで復職できるよう整備いたしま

した。そのほかの工夫している取組といたしましては、令和６年

度から研修試験を開始し、研修中の様子を試験官が採点する人物

重視の試験としております。また職場のＰＲのため、募集時以外

にも職員採用サイト上に採用希望者向けの町長インタビュー動

画、職員インタビュー動画、職員インタビューブログを掲載して

おります。 

 ３点目の「職員研修について、国や県との人事交流制度を現在

以上に積極的に取り組む考えはあるか。」につきましては、現在、

株式会社アクティ森、静岡県後期高齢者医療広域連合、中遠広域

事務組合へ職員派遣を行っておりますが、人事交流は職員確保が

十分でないことから実施できておりません。しかし、人事交流に

は視座が高まることや人的ネットワーク構築などに効果が期待で

きることから、人事交流が可能な状況を作り、積極的に進めてい

きたいと考えております。  

 ４点目の「職員の一層の自己研さんを促すため、研修支援の一
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環として資格取得支援制度の創設を検討していく考えはあるか。」

につきましては、令和５年度から総務課に送付される様々な研修

案内をグループウェアの掲示板へ掲載し、職員へ情報提供を行っ

ており、希望する職員に公費での研修を提供しております。また、

現在、資格取得に係る費用の助成に関しましては、森町職員互助

会で自己啓発研修助成事業を実施しており、１年度当たり一人に

つき１回、１万円以内を助成しております。議員御提案の資格取

得支援制度につきましては、業務に役立つものに限定して実施に

ついて検討をしてまいります。  

 ５点目の「４月に入庁した皆さんをはじめ、既に入庁され、一

線で活躍されている職員の皆さんにとって、風通しが良く、個人

が守られているという実感が持てる安心した職場づくり、そして

『やりがい』が感じられる魅力ある職場づくりにどのように取り

組まれているか。」につきましては、まず「やりがい」に関しまし

ては、本年度から全職員の人事評価結果を昇給・勤勉手当に反映

することとしており、これにより高い評価を得た職員の給料等が

上がるようにしております。安心した職場づくりの観点では、毎

年ハラスメント防止対策の通知を行い、相談窓口と防止対策フロ

ーの周知を行っております。カスタマーハラスメント対策としま

しては、令和６年度から名札の表示を課名と名字のみとし、一部

では録音機能付きの電話機の設置を行っております。また近年の

研修では、心理的安全性、マネジメント、ワークライフバランス、

ハラスメント防止など安心した職場づくりを意識したテーマを取

り上げ、実施しております。さらに、令和６年度から新規採用職

員の職場定着、モチベーション向上を目的に、メンター制度を導

入し、新規採用職員にメンターの先輩が定期的な面談により、仕

事、家庭生活などの悩みや不安について支援する取組を行ってお

ります。加えて、条件付き採用期間の半年間は、管理職員も定期

的な職員面談を行い、十分なコミュニケーションが図れる体制づ

くりを整備しております。さらに、令和６年度から外部の専門家
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によるメンタルケア面談を希望者に対し実施しております。また、

課長会議などの資料や役場情報につきましては、職員が簡単にア

クセスできるグループウェアの掲示板へ掲載して、情報共有を図

っております。  

 これからも、職員だれでも、やりがいを感じて、前向きに仕事

に取り組む意欲が湧く、働きやすい、働きたくなる、働きがいの

ある職場の実現に向けて積極的に取り組んでまいります。以上申

し上げまして答弁といたします。 

（ 中根信一郎 君 ）４番、佐藤嘉彦君。 

（ 佐藤 嘉彦  君 ）それでは私から再質問ということで、①

番から順番に再質問をさせていただきたいと思います。 

 まず基本方針の策定、これにつきましては、策定について検討

していくという御答弁でございました。これが総務省の示してい

る策定指針の概要ということでございますが、この中にちょうど

真ん中辺のとこになると思いますけども、１．人材育成、２．人材

確保、３．職場環境の整備とございます。この人材育成の中には、

一番下のところで人を育てる、人事管理とそういったワードも含

まれているということでございます。そこで当然、人事異動も人

材育成の一つの手段だと私は考えておりますけれども、こういっ

た基本方針に人事異動に対する基本的な考え方、そういったもの

も盛り込んでいく予定があるかどうかというところをお聞きした

いと思います。 

（ 中根信一郎 君 ）総務課長。 

（ 平 田 章 浩  君 ）総務課長です。 

 佐藤嘉彦議員の再質問にお答えをさせていただきます。 

 人事異動について、人材育成の一環だと思うけども、基本方針

について、それを盛り込んでいく考えがあるかという御質問でご

ざいます。 

 現在、基本方針の策定につきましては、令和８年度に策定を考

えているところでございます。この基本方針の中身、どのような
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ことを盛り込んでいくかについては、現在検討を進めているとこ

ろで、現在のところ、その人事異動について、この方針に書き込

んでいくかどうかというところは、決定をしてございません。検

討中でございます。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）４番、佐藤嘉彦君。 

（ 佐 藤 嘉彦  君 ）人事異動に関する考え方については検討

中と、これから検討していくという御答弁でございます。 

 それから、国が支援をする人材育成メニューそういったものも

同時に示されているところですけども、そういったところについ

てもこれから検討していくということでよろしいでしょうか。 

（ 中根信一郎 君 ）総務課長。 

（ 平田章 浩  君 ）総務課長です。 

佐藤嘉彦議員の再質問でございますけども、こちらの基本方針

に盛り込む内容については、現在検討しておる最中でございまし

て、決定した内容はございません。検討中ということでお願いし

ます。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）４番、佐藤嘉彦君。 

（ 佐 藤 嘉彦  君 ）この基本方針の策定の仕方によっては、

新たな政策課題、例えばＧＸだとか、スタートアップとか、多文

化共生とか、そういったものに関するその職員の人材育成に係る

経費については地方財政措置がされていると、具体的には特別交

付税で 50 パーセント、そういったところもありますので、方針の

策定の際には、財源確保を意識した方針策定というものについて

も少し考えていただきたいと思いますけども、その点はどんなお

考えでしょうか。 

（ 中根信一郎 君 ）総務課長。 

（ 平 田 章浩  君 ）佐藤嘉彦議員の再質問にお答えをさせて

いただきます。 

 こちらの基本方針の策定につきましては、令和８年度に策定を

していくということで、先ほど答弁をさせていただきましたけど
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も、第 10 次総合計画が令和８年に策定されます。それにあわせて、

この基本方針を策定していくと考えております。理由としまして

は、今後、10 年後に向けて総合計画を策定するわけですけども、

その 10 年後の事業展開を考えたときに、どういった人材の育成を

する、どういった人材を確保するということをその事業を見なが

ら検討していくといったものでございまして、この育成につきま

しては、財源確保についても積極的に国県の補助金等々を確保し

ながら、積極的に進めていきたいと考えておりますので、財源確

保につきましては、この基本方針を策定するうえでは、十分に検

討していきたいと思っております。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）４番、佐藤嘉彦君。 

（ 佐 藤 嘉 彦  君 ）ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、令和８年度に方針の策定をされるということですが、

それとあわせて人事評価、今取り組んでおりますけれども、この

人事評価の実施規程、根拠がこの規定にあると思いますが、これ

を見直す予定というのはあるか、ないか、というところをお聞か

せいただきたいと思います。 

（ 中根信一郎 君 ）総務課長。 

（ 平 田 章 浩  君 ）総務課長です。 

 現在実施しています人事評価につきましては、先ほど町長の答

弁でありましたけども、人事評価を昇給、勤勉手当に反映すると

いったことについては、本年度、令和７年度からの実施になって

おりますので、こちらの評価も見ながら人事評価について、制度

の見直しも検討をしていきたいと考えております。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）４番、佐藤嘉彦君。 

（ 佐藤 嘉彦  君 ）ただいま人事評価について、職員給与へ

の反映ということころをやっていきますと、そういったお話だっ

たと思います。 

 それはそれで、評価として、人事評価の本来の目的ということ

を達成できるという点では評価はできるのかなと思いますが、た
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だ一方で、従来どおりの評価で、果たしてその人材育成の対応が

できるかと、人事評価制度はあくまでも人材育成の手段だという

位置づけと考えております。管理職ということで例にとると、今

議会でも提案をいただきました勤務時間条例であるとか、育児休

業条例の一部改正、そういったものが提出をされているとおり、

働き方改革の推進であるとか、育児だとか、介護の時間的な制約

がある職員への対応だとか、先ほど御答弁もしていただきました

けども、メンタルヘルスであるとか、ハラスメント対策とか、そ

ういったところで、近年、管理職のマネジメントの役割が大変大

きなものになっていると、そういった状況があると考えておりま

す。また、新たな制度として、昨年度スタートいたしました役職

定年の職員、この位置づけも踏まえた評価内容の見直しであると

か、そういった従来のものをそのままスライドしたのでは、本来

の人材育成という目的がなかなか見えてこない、達成がしづらい

のではないのかなというところを感じているところでございます

けども、この点について、再度、お考えについてお聞かせをいた

だきたいと思います。 

（ 中根信一郎 君 ）総務課長。 

（ 平田章 浩  君 ）総務課長です。 

 現在の人事評価につきましては、一般職の昇給、ボーナスへの

反映は、今年度からということでございますけども、実質的に 10

年程度もう実施をしてきております。その中で人事評価ではなく、

休暇の制度であるとか、いろいろな制度自体も変わってきており

ますし、住民ニーズも変わってきていると思われます。そういっ

たことを踏まえますと、人事評価の見直しの実施については、必

要だと認識をしてございますけども、ではどういう形で人事評価

を見直していくのかということについては、まだ方向性も定まっ

ていないものですから、現在のところ、私から答弁できる内容と

しますと、この基本方針策定に合わせて、人事評価のやり方を含

めて、内容についても見直しを実施していきたいといったところ
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で、内容についての方向性については、現在検討しているという

段階でございます。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）４番、佐藤嘉彦君。 

（ 佐藤 嘉彦  君 ）ぜひ人事評価の見直しについても、基本

方針の策定とあわせて、基本方針と人事評価は連動していると考

えておりますので、そこのところはおくみ取りをいただいて、よ

ろしくお願いをしたいと思います。 

 続きまして②に移りたいと思います。 

 面接試験、受験資格についての工夫した取組ということで、一

つは受験の年齢要件の拡大、あるいはサイト等にインタビューの

ブログを載せているということで、外向けのＰＲもしっかりとさ

れていると理解いたしました。その中で、まず面接の試験の関係

ですけれども、例えば従来の面接官、例えば３役とか、人事担当

課とか、それに加えて、例えば女性の管理職を加えるとか、ある

いはその研修試験というようなお話も出ましたけれども、実際、

今既に働いている若手の職員だとか、中堅職員とか、そういった

人々とのグループディスカッションを通して、もしかしたら一緒

に働くことになるかもしれないという多角的な視点から、若手職

員の意見をもらう、そういった機会を作ることを検討するという

ようなことも、考えられるのではないのかなと思いますが、その

辺り、どうお考えでしょうか。 

（ 中根信一郎 君 ）総務課長。 

（ 平 田 章 浩  君 ）総務課長です。 

こちらの職員採用につきましては、研修試験ということで昨年

から以前の面接に代えて実施をしている研修でございまして、面

接に加えて実施をしているものでございます。面接につきまして

は、以前は総務課長、総務課長補佐、職員係長の１次面接という

ものも実施しておりましたけども、そちらの面接に代えて研修試

験を導入しております。研修試験につきましては、３役と総務課

長が現在評価をしているといったものでございます。この研修の



- 49 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

町  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

４番議員 

 

 

 

 

試験につきましては、他市町でも実施をしていない方法でござい

まして、ここ２年実施をしてきております。応募者等々につきま

しても増えてきておりますので、今後に向けて考えた時には、佐

藤嘉彦議員提案のいろいろな、女性の面接官であるとか、そうい

ったものであるとか、若手とのディスカッションというようなこ

とも提案をされておりますので、そういったことも踏まえて、職

員を確保するうえではどういった形の採用試験が適切かというこ

とにつきましては、また改めて検討をし、実施していきたいと思

っております。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）町長、太田康雄君。 

（ 太 田 康雄  君 ）ただいまの総務課長の答弁に少し加えま

すけれども、現在でも、例えば幼稚園教諭の採用、あるいは保健

師の採用については、適宜、その担当の管理職を面接に同席させ

るということは行っております。また、今後の取組といたしまし

て、先ほど総務課長がお答えしましたが、若手職員との意見交換、

その様子を採点するという方法も考え得られると思いますが、そ

れは私の今の考えでは、若手職員が採点者となるわけではなくて、

あくまでもグループディスカッションのメンバーとして参加をす

るというようなものではないかと考えております。参加した若手

職員にその職員採用に関する採点をさせるというのは、それはそ

れで責任の重いことではないかと思いますので、その点について

は、採点としては従来どおり、総務課長、３役で行ってまいりた

い。また、場合によっては担当課の専門職、あるいは管理職がそ

こに加わるというような方法になろうかと思います。 

（ 中根信一郎 君 ）４番、佐藤嘉彦君。 

（ 佐 藤 嘉彦  君 ）面接試験の工夫をしている取組について

は了解です。 

 そして受験資格についてですけれども、現在、大卒以上に限定

をしていると思いますけれども、ここについて見直す考えという

のはあるか、お聞きします。 
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（ 中根信一郎 君 ）町長、太田康雄君。 

（ 太 田 康 雄 君 ）受験資格についての御質問でございます。 

 現在は、基本的には大学卒業という受験資格で募集をかけてお

りますが、場合によって、ケースバイケースといいますか、以前

にも土木技術職については、高校卒業の資格でも受験を受け付け

ておりますし、現に採用もしたという実績もございます。ですの

で、これから先も大学卒業に資格にこだわることなく、状況に応

じて、またその必要とする職種に応じて、あるいは今後、そうい

った教育機関も変化してこようかと思いますので、そこは適宜対

応してまいりたいと考えております。 

（ 中根信一郎 君 ）４番、佐藤嘉彦君。 

（ 佐 藤 嘉 彦  君 ）実際、私、今月の頭に遠江総合高校に行き

まして、関係者に生徒の就職状況ということについてお話を伺っ

てまいりました。その中で、仮に役場への就職という選択肢が増

えれば、生徒も一層励みになるのではないかと、そういった先生

からのお言葉もございましたので、これにつきましては、ぜひと

も前向きな検討をお願いできればと思います。 

 それでは続きまして③の再質問に移らさせていただきます。 

 人事交流の関係で、積極的に進めていくという御答弁をいただ

いております。積極的にということですけれども、できれば毎年

度継続して、国なり県なりへ職員派遣を実施していくという、そ

ういった考えというのはございますでしょうか。 

（ 中根信一郎 君 ）総務課長。 

（ 平 田 章 浩  君 ）総務課長です。 

 職員の確保については、毎年試験をし、採用してきております

けども、退職につきましては、以前であれば定年まで役場で働く

というのが一般的だったところ、近年はそういうこともなく、入

職して数年で退職する、それも年度末ではなくて年度の途中でも

退職するというような状況が出てきておりまして、中途採用職員

の募集も実施をしてきているということでございます。ですので、
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十分に職員を確保してといったところは、そこら辺でなかなか職

員が安定しないという状況がございますし、育児休業等々の充実

もございまして、職員がそういった休暇に入るというようなこと

もあり、毎年実施することが必要だといいますか、毎年実施をし

ていく方向で検討したいということはございますけども、その時

にいる人員に応じて進めていくということで、基本的には毎年人

事交流をしていきたいということでは考えてございます。以上で

す。 

（ 中根信一郎 君 ）４番、佐藤嘉彦君。 

（ 佐 藤 嘉彦  君 ）できる限りという御答弁だったと思いま

す。毎年派遣することが常態になれば、職員の中も抵抗が少なく

なるのではないのかなと、そういうところも考えられるかなと思

います。特に県への派遣のメリットというのは改めて言うまでも

なくというところだと思います。やはり県にはたくさんのノウハ

ウだとか知恵、そういったものがありますので、そういったもの

を町が活用できると、そういったことで、結果的にはやはり町が

プラスになるということでありますので、そういった町のために

なることなので、人事担当課につきましては、ぜひ力を注いで、

安定した派遣制度への取組、そういったものをお願いしたいと考

えます。 

 次、④へ移らさせていただきます。 

 資格取得制度の創設という質問でございます。これについては、

まず業務を限定して検討していくと、それから互助会で制度とい

うものを用意してありますと、そういった御回答だったと理解し

ております。この業務限定というのが、具体的にどういうことな

のか、ちょっとよく分からないので、そこはお聞かせをいただき

たいと思いますが、互助会の自己啓発研修、これについては、あ

くまでもその財源というのは職員からの会費ということで、福利

厚生の視点で、やはり取り組んでいるものだと私は理解をしてお

ります。そして資格を取っても、特別昇給であるとか、昇格に直
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接反映されるかというとそうではないと。なので、せめて資格取

得の勉強を公費でバックアップする。それが結果的に自分の今後

のバックボーンの一つにもなりますし、やりたい仕事を作ってい

ける公務員と、そういったものにもなれるのではないかと思って

いるところでございますので、ぜひこの資格取得の支援について

は、積極的な検討をお願いしたいと思っておりますけれども、今

考えられる業務を限定しているというのは、具体的にどういった

ところまでを考えられているかというのが、もし現時点でお持ち

であれば、教えていただきたいと思います。 

（ 中根信一郎 君 ）総務課長。 

（ 平 田 章 浩  君 ）総務課長です。 

佐藤嘉彦議員の再質問につきまして、明確な回答ができずに検

討中ですという答弁が増えてて、非常に申し訳ないなといったと

ころでありますけども、これについてもどんな資格取得であって

も、公費で出すかということになりますと、少しでも公務員とし

て、森町役場の職員としての役に立つ資格でないと公費でいくと

いうことは考えていないといったところでございまして、具体的

にどこまで考えているのかと言われますと、ざっくり考えて、資

格を限定するというのは公務員として、森町役場の仕事として少

しでも必要であれば公費で支援をするということは考えています

けど、具体的については、それがどんな研修で、どういった研修

は対象ではないかということにつきましては、今後検討をしてい

きたいといったような内容になります。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）４番、佐藤嘉彦君。 

（ 佐藤 嘉彦  君 ）業務を限定してという、その業務につい

ては具体的にはこれからの検討に委ねるとそういうお話だったと

思います。ぜひ職員の成長を公費で支援する、そういうことがあ

っても私はいいと思っていますので、人事院規則による横並びの

制度だけに頼るのではなくて、やはり町独自の取組ということで、

そういったものがまたできてきて、ＰＲをすれば、森町役場を受
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験してみようかと考える受験生が増えるのではないかなと思った

りもしておりますので、そこにつきましては、今後しっかりとし

た検討をぜひお願いをしたいと思います。 

 それでは続きまして、最後の⑤の再質問のへ移らさせていただ

きたいと思います。 

 初めに、私は安心感のある職場づくり、それから「やりがい」を

感じる職場づくりということで質問をさせていただきました。初

めに、安心感のある職場づくり、これにつきましてはハラスメン

トの防止対策、例えば名札に名字のみにするとか、心理的安全性

等の研修に取り組んでいられるということ、それからメンター制

度というものも導入したということでございます。このメンター

制度ですけれども、例えば新規採用職員がメンターに相談をする

と、それで新規採用職員は、メンターの指導によって、自分の行

動について反省をして、日々の業務に取り組んでいくということ

だと思うのですけれども、メンターをフォローする体制、そうい

うのができているのかどうか。例えば、メンティーから言われた

時にメンターが抱えてしまって、でもどこへ相談したらいいか分

からないとか、そういったメンターの負担を軽減するような、そ

ういった体制というところまで考えられているかどうかというと

ころをお聞かせください。 

（ 中根信一郎 君 ）総務課長。 

（ 平田章 浩  君 ）総務課長です。 

メンター制度につきましては、昨年、令和６年度から導入をし

たものでございます。メンティがメンターに相談をすると、その

メンターがその質問、相談内容等々を受けて回答するということ

でございますけども、それを受けて回答等に困った場合につきま

しては、基本的にこの制度につきましては、職員係で管理をして

いる制度でございまして、職員係の職員に相談をしていただけれ

ば、これについて職員係で回答するというような仕組みを作って

ございます。以上です。 
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（ 中根信一郎 君 ）４番、佐藤嘉彦君。 

（ 佐 藤 嘉 彦 君 ）職員係でメンターのフォローをするとい

うお話でした。 

 ちょっと質問が抽象的すぎて、回答がそのメンターをどうフォ

ローするかというところで、ちょっと私の言葉足らずだったので

すが、例えばメンター自体の業務というのは、勤務時間内にやら

れると思うのですけれども、そうすると当然、そのメンターと面

ティとの面会の間は、業務は当然これストップしていますので、

そういったメンターの業務フォローというのは組織的に考えられ

ているかと、そういったところをちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

（ 中根信一郎 君 ）総務課長。 

（ 平 田 章 浩  君 ）総務課長です。 

 メンターの面接につきましては業務でありますので、業務時間

内に実施をするということでございまして、その時に抜けたメン

ターの業務フォローについては、といった質問かと思います。そ

ちらにつきましては、現在のところ、誰がどういう形でフォロー

するかといったものについては、特に決めは作ってございません。

メンター、メンティの面接の時間につきましては、基本的に業務

内に実施する、ただどちらかが時間的に難しい場合には、時間外

で実施する。時間外で実施した場合には、メンター、メンティと

もに超過勤務手当を出すといったような仕組みでございます。ま

た、今年度からの人事評価につきましては、メンターが受け持ち

を持っている場合には、人事評価にも含めるということで、人事

評価を軽微の変更をしているところでございます。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）４番、佐藤嘉彦君。 

（ 佐藤 嘉彦  君 ）メンターのいるその所属課の状況に応じ

てメンターのフォローをすると、そういった体制ができていると

いう、そういった理解でよろしいかと思いますが、そう理解をさ

せていただきましたので、それについては了解です。 
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 それから最後になりますが、「やりがい」を感じる魅力ある職場

づくりの取組ということで少し質問をさせていただきたいと思い

ますが、スライドの２枚目、私が議員に就任をしてまだ数か月と

いうことでございますけども、前職の関係で、町民の皆様から役

場職員の要望の声を聞く機会というのが大変多くございました。

その声は、職員に対する不平不満ではなくて、町民の皆様が職員

に対して大きな期待をしていると、そういったことが大変実感で

きるものでした。今、この図で示したように質の高いサービスを

提供すれば、そのサービスを受けた側の町民が安心と幸せを実感

していただけると、それが職員の一層のやりがいにつながってい

くのではないかと、この好循環をどの行政分野においても実現さ

せていくと、これが魅力ある職場づくりになるのではないのかな

と考えます。これを町民の皆様の側から見れば、どの職員に関わ

ってもより質の高い住民サービスを受けられると、それが住民の

満足度、これにもつながっていくし、町民の皆様が自慢できるま

ちづくりへとつながっていくものではないかと考えているところ

でございます。そして、質の高いサービスということですけれど

も、この質の高いサービスというのは論理性であるとか、合理性

であるとか、効率性であるとか、それと実務面というのももちろ

ん大切でございますけれども、やはり職員一人一人が、自分が役

場の代表ですと、そういった自覚を持って、町民の皆様の幸せの

ために、町民の皆様に寄り添って仕事をしていくと、そういった

心構え、姿勢がまずは大切なことかなと思っております。このこ

とを踏まえて、再質問でございますけれども、「やりがい」につい

ては人事評価結果を給与へ反映するとそういったお言葉もいただ

いて、それはそれで「やりがい」につながっていくことであると

いうことは、十分評価しておりますけれども、やはり一人一人の

職員が森町のためにそういった思いで職務に従事してもらうため

に現在取り組んでいること、あるいは今後取り組んでいきたいと、

そういったものがあればお伺いしたいと思います。 
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（ 中根信一郎 君 ）町長、太田康雄君。 

（ 太 田 康 雄 君 ）森町のために働くという、やりがいを持

って職員が業務に臨めるような、職員を育成するためにどのよう

に取り組んでいくかという御質問かと思います。具体的にこうい

うことをやっていますということはございませんが、例えば、新

規採用職員の採用の初日、通常ですと４月１日になりますが、４

月１日に私が講師となって講話を行っております。その中でどの

ようなことをお伝えしているかといえば、私自身の紹介であった

り、また森町の紹介、そして町長として職員に望むこと等を１時

間程度の短い時間ですけれども、講話として、研修の一環として

お話をさせていただいています。その中で私が職員に求めること

は、まず誠実であること、端的に申し上げれば、そういうことを

申し上げています。また、森町についてより理解を深めていただ

くことで、他の自治体から受けられる、受験をされて、採用され

る職員も多くいますので、受験に際して森町について勉強されて、

受験をされていると思いますけれども、それだけでなく、さらに

森町について広く知っていただくことで、森町に対する興味であ

るとか、あるいは思いであるとか、さらに言えば、自分のふるさ

とでないにしても、森町に対する郷土愛というものを少しでも育

むためにということで、そのようなお話をさせていただいていま

す。これは一例ですけれども、このように時を得て、場面を得て、

いろいろなところでそういった職員に対して、こういった心構え

で町民に対していただきたい、また職務に取り組んでいただきた

いということを私の口からも申し上げておりますし、また森町に

ついても、より深く知っていただくことで、森町に対する興味を

さらに持っていただく、それが郷土愛、シビックプライドにつな

がるようなものになっていけばいいというように取り組んでいる

ところです。また、質の高い住民サービスということが言われて

いますけれども、この内容についてもどういうことが町民にとっ

て質が高いと評価されるのか、そのところもよく理解しなければ
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いけないと、そのように思います。町民の皆さんの様々な要望に

お応えすることが質の高い住民サービスなのか、町民サービスな

のか、とは言っても、全ての御要望にお応えできるわけではない。

ただし、そのことについても、御理解いただけるように丁寧に対

応することが、質の高い住民サービスとして評価をいただけるも

のではないかと思います。また私のところにも直接何々さんがこ

う丁寧に対応してくれたという評価のお声もいただいておりま

す。そういったものは、直接そのことを本人に伝えることもあり

ますし、課長会議等の場面でこういう町民からの声をいただきま

したということもお伝えをしております。そういったことで、な

かなか職員本人に直接町民の皆さんからお声をお届けいただく場

面ばかりではありませんので、そういったことを共有しながら、

その対象の職員でないにしても、自分もそういう町民から信頼さ

れる、また評価をいただける職員になるということを目指しても

らう、そのような意味合いも込めて、そうなってもらいたいと思

って、対応をしているところもございます。ですので、町民から

信頼を得るために、こういうことをやっていますという具体的な

ことは申し上げることはありませんけれども、そういった場面場

面において、職員の成長に向けて、私だけでなく管理職、または

同僚も同じように取り組んでいるところです。 

（ 中根信一郎 君 ）４番、佐藤嘉彦君。 

（ 佐 藤 嘉 彦 君 ）１時間程度の町長講話ということで、そ

れに限らず、管理職で職員を育てていくと、そういった視点で日々

接していると理解をいたしました。ぜひこの町長講話については、

これからも継続をしていっていただきいただければと考えており

ます。やはり人材育成はすぐに効果が出るものではございません

ので、財政が厳しい時こそ人に投資を、このことを申し上げまし

て、私の一般質問を終わりたいと思います。 

（ 中根信一郎 君 ）ここでしばらく休憩します。 

（ 午後 １時５５分 ～ 午後 ２時 ５分 休憩 ） 
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（ 中根信一郎 君 ）休憩前に引き続き一般質問を行います。 

 ３番、髙木幸広君。 

 質問は混合方式です。 

 登壇願います。 

（ 髙 木 幸 広 君 ）３番、高木幸広でございます。 

 通告どおり、混合方式で２問質問をさせていただきます。 

 １問目、放課後児童クラブ保留児童について。全国的に少子化

が進む中、森町でも人口減少改善のため、子育て世代が安心・安

全に暮らせるまち、住み続けたくなるまちを目指して、様々な取

組に尽力されていると思います。しかし、核家族化も進み、夫婦

共働き、またはひとり親世帯もあり、仕事と子育ての両立のため

の支援が求められていると感じます。どうしても子供を預けなけ

ればならない人々もおります。昨今、子供が巻き込まれる事故や

犯罪も多発しており、放課後に安心・安全に過ごせる居場所の必

要性を強く感じます。森町では、放課後児童クラブの利用を申請

しても、スタッフ不足や場所がないなどの理由により、受入れで

きない保留児童が本年５月の時点で、森小８人、宮園小 18 人、計

26 人います。子育て世代が安心して暮らせるまちづくりのために

も、保留児童のいる現状の改善策をどのように考えているのか伺

います。 

 ２問目、電気がいらない自動ドアの導入について。人にも環境

にも優しい電気を使わない自動ドアという製品があります。人が

踏み板に乗ると、ドアが開くというシーソーの原理を利用した自

動ドアでありますが、電気製品ではないため、挟まれ事故がなく

安全で、ＣＯ２削減によるＳＤＧｓへの取組にもなります。また、

災害時や停電でも使用可能であり、電気料金がゼロ、そして電気

系のメンテナンス費用もゼロになります。通常の自動ドアとほぼ

同額の工事費で設置可能でもあります。森町の今後を考え、人に

も環境にもやさしく、安心・安全なまちづくりのために、また経

費削減のためにも、この電気を使わない自動ドアを公共施設等に
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導入する考えはあるでしょうか。以上、質問は２問であります。

よろしくお願いいたします。 

（ 中根信一郎 君 ）町長、太田康雄君。 

（ 太 田 康 雄 君 ）髙木議員の御質問にお答えいたします。  

 初めに、「放課後児童クラブ保留児童について」申し上げます。 

 放課後児童クラブは、保護者が就労などにより昼間家庭にいな

い児童に放課後や長期休業期間中の遊びや生活の場を提供し、児

童の健全な育成及び保護者の就労と子育て支援の両立を図ること

を目的としております。森町の放課後児童クラブは、小学校１年

生から３年生を対象に平成 13 年度に森小学校内に森放課後児童

クラブ、平成 15 年度に飯田小学校内に飯田放課後児童クラブ、宮

園小学校内に宮園放課後児童クラブを開設いたしました。その後、

平成 27 年の児童福祉法の改正により小学校６年生まで受入れを

拡大し、森小学校内に森第２放課後児童クラブ、宮園小学校内に

宮園第２放課後児童クラブを開設しております。また、令和５年

度には、森小学校の児童クラブを１クラブ増やし、森町保健福祉

センター内に森第３放課後児童クラブを開設し、令和６年度には

２学期から飯田小学校内に飯田第２放課後児童クラブを開設する

など、これまでも児童クラブの新規開設により需要の増加に対応

してまいりました。令和６年度からは３年間の行政事務等包括業

務委託を開始し、シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社

が放課後児童クラブの管理運営業務を行っております。  

 本年度は、森町内の３小学校内と森町保健福祉センターに放課

後児童クラブを７クラブ開所しており、全体の定員数は 270 人と

なっております。本年６月 17 日時点の利用児童は、森放課後児童

クラブでは、通年利用 91 人、長期休業期間のみ利用 26 人の合計

117 人、飯田放課後児童クラブでは、通年利用 48 人、長期休業期

間のみ利用 19 人の合計 67 人、宮園放課後児童クラブでは、通年

利用 64 人、長期休業期間のみ利用 13 人の合計 77 人となってお

り、全体では 261 人となっております。また、放課後児童クラブ
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の従事者は、支援員 12 人と補助員８人の合計 20 人で運営をして

おります。議員の御質問にあるとおり、全国的に少子化が進む中、

核家族化も進み、夫婦共働き、またはひとり親世帯等もあり、仕

事と子育ての両立のための支援が求められ、児童が放課後、安心・

安全に過ごせる居場所の必要性があり、放課後児童クラブの需要

は増加しているのが現状でございます。 放課後児童クラブの申込

人数は各年４月１日時点で、令和５年度 231 人、令和６年度 253

人、本年度 299 人と年々増加しております。特に低学年における

申込みが増加しており、本年度の学年人数に対する申込児童の割

合は、１年生 76.0 パーセント、２年生 64.3 パーセント、３年生

56.9 パーセントであり、各学年の児童の半数から７割が放課後児

童クラブの申込みをしている状況であります。また、保留児童の

状況でございますが、議員御案内のとおり、本年５月時点で森放

課後児童クラブにおいては８人、宮園放課後児童クラブにおいて

は 18 人の合計 26 人となっておりましたが、６月 17 日時点におい

ては、森放課後児童クラブで７人、全て長期休業期間のみ利用で

の保留、宮園放課後児童クラブでは 14 人で、内訳として通年利用

４人、長期休業期間のみ利用 10 人であり、合計 21 人となってお

ります。保留児童が減少した理由といたしましては、利用中止や

申込みの辞退があったこと、また利用調整により放課後児童クラ

ブの利用が可能となったことが挙げられます。なお、飯田放課後

児童クラブにおいては、保留児童は発生しておりません。  

 議員御質問の保留児童のいる現状の改善策をどのように考えて

いるかにつきましては、放課後児童クラブの新規開設や既存施設

の拡充などが考えられますが、新規開設につきましては、現在、

宮園小学校内に空き教室はなく、近隣にも適切な施設がないこと、

さらに新たな支援員・補助員の確保が必要なことから早期の実現

は難しい状況であります。現在も支援員・補助員の確保を担当す

るシダックス大新東ヒューマンサービス株式会社と協力・連携し

ながら、支援員・補助員の募集を積極的に実施しているところで
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あります。保留となっている児童の受入れにつきましては、森町

保健福祉センター内の森第３放課後児童クラブや宮園第２放課後

児童クラブにおける専用区画面積を拡充することで対応してまい

りたいと考えております。具体的には、森第３放課後児童クラブ

の専用区画面積を 6.6 平方メートルに広げ、宮園第２放課後児童

クラブについても同様に専用区画面積を 9.9 平方メートル広げ、

保留児童のうち 10 人程度の受入れを進めてまいります。また、既

存施設の拡充後も保留見込みとなる児童につきましては、利用枠

の状況を確認し、優先順位の高い児童から利用案内を行い、早急

に対応できるよう対応するとともに、長期休業中は例年、利用決

定となっている児童のうち実際に利用する児童の人数が少なくな

る傾向であることから、実際の利用人数を考慮し、保留児童の受

入れができるよう業務委託先であるシダックス大新東ヒューマン

サービス株式会社と調整を行い、保留児童の早期解消を図ってま

いりたいと考えております。将来的な需要状況につきましては、

本年３月に策定いたしました「森町こども計画」に記載しており

ますが、本年度をピークに町全域の利用申込児童数の減少が続く

傾向となっており、令和８年度は 252 人、令和９年度は 236 人、

令和 10 年度は 221 人と定員より少なくなる見込みであります。今

後も放課後児童クラブにおける需要状況を確認しながら、引き続

き、現在保留となっている児童やその保護者のニーズを丁寧に確

認し、希望に添った御利用ができるよう努めてまいりたいと考え

ております。 

 次に、「電気がいらない自動ドアの導入について」申し上げます。 

 はじめに、町が管理する公共施設の自動ドア設置状況等につい

て御説明いたします。現在、町が管理する自動ドアは、公立森町

病院を含む公共施設 10 施設で、43 台の電動式自動ドアが設置さ

れております。また、自動ドアの維持管理については、保守点検

は法律で義務付けられておりませんが、建築基準法第８条や民法

第 709 条では、建物の管理者は常時安全で適切な状態に維持する
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ように努めなければならないとされていることから、定期的な保

守点検を専門業者に委託し、安全性の確保に努めております。な

お、保守点検業務に係る費用は 43 台で年間約 100 万円を支出して

おり、これに加え、動力モーターやベルト、光電センサー等の経

年劣化により交換が必要となる消耗品を保守点検結果を受け、適

宜交換している状況でございます。 

 次に、議員御提案の電気を使わない自動ドアについてでござい

ますが、電気を使わない自動ドアは平成 23 年に発生した東日本大

震災をきっかけに開発された荷重式自動ドアのことであり、この

荷重式自動ドアは、ドアの前に設置された踏板に人が乗ると板が

沈み、その沈む力をレバーを使って、てこの原理でシーソーのよ

うにドアの下にあるノズルを押し上げる力に変え、押し上げられ

たノズル先端のローラーがドア下部の傾斜が付いたレールに沿っ

て滑ることで、上に向かう力を横に向かう力に変えてドアを開く

ことができ、通過後はレバーに取り付けられたウエイトの重さで

扉が閉まる仕組みであります。従来の電動式自動ドアと比べて、

電気を必要としないため、ＣＯ２の排出がなく、環境負荷の低減

が見込めることや災害等が発生し停電した際も稼働できること、

人感センサーの故障等による挟まれ事故を防止できるなど、多く

の利点があります。特に、構造上、故障や消耗品の交換がほとん

どないため、維持管理に係るコスト削減が見込めることが特徴の

一つであると伺っております。また、近年高まっているＳＤＧｓ

への意識やサステナブル、いわゆる持続可能な社会の実現の観点

からも、電気を使わない自動ドアの価値は大きいものと考えられ

ます。一方で、床に荷重を感知する駆動部品を設置するため、既

存の床から 80 ミリメートル地面を掘削できる箇所でないと設置

ができないことやドアに荷重がなくなると自重で閉じる構造とな

っていることから、強い風を受けるとドアが閉まりきらない可能

性があるなど、設置に適さない場所があるため、施設の用途や利

用者層、設置条件に応じて最適な選択を検証する必要があると考
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えております。  

続きまして、荷重式自動ドアの初期導入コストについて御説明

いたします。静岡県内で荷重式自動ドアの取扱いがある事業者に

確認したところ、荷重式自動ドアは電気部品がないため、故障の

リスクが低く、長期的なメンテナンスコストの削減が期待できま

すが、保守点検費用が安く抑えられる一方で、初期導入コストは

電動式自動ドアと比較して高くなると聞いております。これらを

踏まえまして、電気を使わない自動ドアの公共施設への導入につ

きましては、全ての公共施設へ一律に導入することは現時点では

難しいと考えております。しかしながら、電気を使わない自動ド

アの導入が持続可能な社会の実現に貢献し、災害に強い町づくり

につながるものと認識しておりますし、長期的なメンテナンスコ

ストの削減が見込めることは財政負担の削減にもつながり、町に

とって大きなメリットがあるため、初期導入コストや実際の操作

性、耐久性、メンテナンス性等を検証したうえで、更新時期を迎

えた電動式自動ドアに代えて導入することができるか、その都度

検証したうえで導入について検討してまいりたいと考えます。以

上申し上げまして、答弁といたします。 

（ 中根信一郎 君 ）３番、髙木幸広君。 

（ 髙木幸 広  君 ）３番、髙木です。 

まず放課後児童クラブに関して、受入れのスペースを広げてい

ただいて、少しでも保留児童が減ったということが非常に喜ばし

く思われます。それでもまだ保留児童はいらっしゃるということ

ですから、７月には夏休みがありまして、子供が長期の休みにな

ります。そうなると、今以上に保護者の心配や負担がさらに大き

くなると考えられます。そこで、もしあるのでしたら森町内の公

共施設で空いている部屋、もしくは極端に利用頻度の少ない部屋、

例えば１週間に１回とか２回とか使用しないような部屋、そうい

う極端に使用頻度の少ない部屋がもしあるのであれば、もう一つ、

簡易型でも構いませんので、放課後児童クラブとして運用してい
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く考えはおありでしょうか。 

（ 中根信一郎 君 ）健康こども課長。 

（ 朝比奈礼子 君 ）健康こども課長です。 

髙木議員の御質問にお答えいたします。 

 まだ現在も保留児童はいるという状況でして、答弁の中でもお

答えしましたように、スペースを広げて 10 人程度は解消できる見

込みと思っておりますが、21 人いて 10 人解消ですので、11 人程

度、計算上では解消されないという見込みとなっております。今

考えているところですが、夏休みに向けて保留となっている人々

をなるべく早期に解消できるようにしていくかということにつき

ましては、空いている公共施設等の御提案もございましたが、今

できる範囲としましては、夏休みになると、夏休み前に長期の利

用をやめられる人がある程度いらっしゃる。それから、ちょうど

通年利用をされている中でも、長期だけは利用しないという人が

数人いらっしゃるということ、それから昨年の長期の利用率です

けども、実際に登録されている人がどのぐらい利用されているか

という利用率を出しておりますが、例えば 40 人いたところ、毎日

どのぐらいの人数が来ているかという率でございますけども、大

体６割から７割程度となっております。そういったことを考えま

すと、もう少しその夏休みの間は今の 11 人程度を受け入れるよう

な体制ができるのではないかということで、業務委託先であるシ

ダックス様と協議して、何とか受入れをお願いするような形をと

りたいと思っております。公共施設で空いている部屋があるかど

うかにつきましては、検討をまだしていない状況ですけども、今

私が考えられる状況ではなかなかそういったところが難しいのか

なと思っているところですが、ここについては再度検討が必要か

と思います。新たな施設、例えば宮園第３というような形とか、

夏休みだけスポット的にやるような形を作るとなると、やはり別

の業務委託が必要になってくるということになりますので、そこ

の業務等委託料であるとか、それから今でも支援員さん、補助員
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さんが不足している状況ですので、なかなかその人が集まらない、

見てくれる人がいらっしゃらない状況だと、施設が仮にあったと

してもそこの受入れが難しいという状況もあるかと思います。そ

こについては、財政的な部分も必要となってくるということでご

ざいます。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）３番、髙木幸広君。 

（ 髙 木 幸広  君 ）長期休暇の間だけでも、少しでも保留児

童が減っていただけるというのは非常に助かることだと考えま

す。 

ここでお聞きしたいのが、外部委託をされているということで

すが、シダックスさんですか、運営されている人との情報の提供

とか、情報の共有というのは、常に行っているのでしょうか。ま

た、どのぐらいの頻度でその情報の共有が行われているのでしょ

うか教えてください。 

（ 中根信一郎 君 ）健康こども課長。 

（ 朝比奈礼子 君 ）健康こども課長です。 

髙木議員の御質問でございますけども、外部委託されている業

者との情報交換をされているかどうか、それから頻度はどのぐら

いかという御質問でございます。 

 ここにつきましては、実際にその保留となっている児童である

とか、新たに利用される児童につきましては、この人が新たに利

用するということを常時、常に情報交換しております。実際、学

期ごと、今、３学期ですけども、学期ごとには必ず打合せをしま

して行っております。それと、長期休業中のお休みの前には、例

えば夏休みの利用については、保護者会とかございますので、そ

の打合せも兼ねて打合せを実際しております。それとエリアマネ

ージャーという人がシダックスの会社にはおりまして、そのマネ

ージャーさんが各クラブを巡回しております。その帰りにこちら

の健康こども課にも寄っていただいて、その時の状況等も随時お

知らせいただいたり、こちらから情報提供をすることがあればさ
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せてもらっております。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）３番、髙木幸広君。 

（ 髙木 幸広  君 ）外部委託されている運営会社との情報提

供ではなくて、先ほど長期休暇の時に保護者会を行うとおっしゃ

っていましたが、保護者からの御意見や相談の内容は定期的に町

に届いているのでしょうか。また、どのような流れで、例えば保

護者からスタッフへ来て、こども課に来てから町に来るとかそう

いったような意味合いでの流れで、その保護者からの意見や相談

が町に届いているのでしょうか。その辺りを教えていただきたい

です。 

（ 中根信一郎 君 ）健康こども課長。 

（ 朝比奈礼子 君 ）健康こども課長です。 

保護者からの御意見、それから御相談等、どのような流れで健

康こども課に届いているかという御質問でございます。 

 これにつきましては、直接的に保護者とのやりとりもございま

す。というのは例えば保留となっている児童につきまして、随時

確認というか、例えばこのまま長期の御利用で待つのかどうかと

か、そういったことについて、職員が直接お電話等で確認をさせ

てもらっておりまして、そこで御希望、要望等を確認しているこ

とが一つございます。それから、既に御利用になっている児童の

御家庭につきましては、連絡ノートを使ったり、それから今後、

２学期以降ですが、「ｈｕｇｎｏｔｅ」というものを導入する予定

でおります。ＩＣＴを利用したものでございますけれども、その

中でいろいろな御意見等を伺うということを聞いておりますの

で、直接それに書き込んでいただいて、シダックス様にそれが行

き、必要に応じてシダックスから健康こども課に来るという流れ

になっております。それからスタッフとのやりとりもございまし

て、スタッフとのやりとりにつきましては、シダックスを通じて

ということもありますけども、業務委託する前は直接こちらが雇

用をしていたという関係性もございまして、その児童クラブのリ
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ーダー的存在である職員から直接に健康こども課に相談、それか

らこういうことがありましたというような御報告もいただく場面

もございます。いくつかのパターンがございますけども、そのよ

うな流れで行っております。 

（ 中根信一郎 君 ）３番、髙木幸広君。 

（ 髙 木 幸広  君 ）大体の情報交換の流れ等が理解できまし

た。 

 いずれにしましても、人口減少から少子高齢化が進む中、子供

の数が少ないからこそ手厚い保護、支援が必要と考えます。子育

て世代が安心して暮らせる森町となりますよう、今後も保留児童

の問題をぜひ検討していっていただけるよう、よろしくお願いい

たします。 

 続いて電気を使わない自動ドアの再質問に移りたいと思いま

す。 

 先ほど町長からものすごい前向きな御返答をいただけたような

感じですが、この電気のいらない自動ドアを調査、検討していた

だき、有用性が認められれば、試験的にも導入、設置をしていた

だけるというように捉えてよろしいでしょうか。 

（ 中根信一郎 君 ）財政課長。 

（ 鈴 木 俊久  君 ）髙木議員の御質問に財政課長から答えさ

せていただきます。 

 導入についてはやはり投資が必要になりますので、一度に全て

を変えるということは、町長の答弁でもお答えをさせていただい

たとおりであります。ただ耐用年数等がございまして、どうして

もその修繕もしくは更新を必要とするようなケースがございます

ので、そういった場合には設置の場所等もあるわけですけれども、

そこら辺を総合的に勘案して、導入については可能な限り行って

いきたいと考えているということでございます。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）３番、髙木幸広君。 

（ 髙 木 幸 広 君 ）確かに更新時期だとか、予算とかの関係
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があると思います。それではその全ての条件がそろえば、１か所

ずつでも、適用する、適用をしないという環境的な問題もあると

は思いますが、そういったような状況的な条件がそろえば交換を

していくというように捉えればよろしいでしょうか。 

（ 中根信一郎 君 ）財政課長。 

（ 鈴 木 俊 久 君 ）議員御指摘のとおり、そう考えていただ

ければと思います。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）ここでしばらく休憩します。 

（ 午後 ２時３８分 ～ 午後 ２時５０分 休憩 ） 

（ 中根信一郎 君 ）休憩前に引き続き一般質問を行います。 

 １番、䬟原雄太君。 

 質問は一問一答方式です。 

 登壇願います。 

（ 䬟 原 雄 太 君 ）Ｇｏｉｎｇ動けば変わる。 

 １番、䬟原雄太でございます。 

通告どおり、一問一答方式にて、教育長に質問をさせていただ

きます。 

 質問事項は、森町における英語教育の取組についてでございま

す。 

 平成 26 年、文部科学省の有識者会議がグローバル化の進展に伴

って、「日本はアジアトップクラスの英語力を目指すべき」とし、

小中高の英語教育の充実化などと合わせ、英語４技能（読むこと、

話すこと、聞くこと、書くこと）の習熟測定に適した英語検定試

験を利用した入試を促進するように提言をしました。以降、実用

英語技能検定（英検）をはじめとした外国語検定試験を採用する

大学は顕著に増加し、現在も増加傾向にあるとされております。

旺文社の調べでは、令和６年度は全国の国公私立大学の全体 763

大学中 60.6 パーセントにあたる 462 大学が、外国語検定試験を入

試に利用しているという状況でございます。このような流れの中、

最も基礎的な教育である小学校においても、2020 年から小学３年、
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小学４年生から年間 35 時間の単位時間が設定され、小学５年生か

らは成績もつく教科として、現在、教育が行われているところで

ございます。このような英語教育に対する社会の変化に対して、

森町の英語教育のあり方及び児童・生徒に対する支援体制につい

てお伺いをいたします。 

 ①森町の小学校における英語教育の取組はどうか。 

 ②森町において、英検の受験機会の拡大、促進など、児童・生徒

に有用な情報等を発信しているか。 

 ③英検受験料の補助制度、市町によってはこういった補助制度

がありますが、森町においても検討しているか。 

 ④袋井市では、「放課後イングリッシュクラブ」と称して、ＡＬ

Ｔ、英語の外国人の助手ですが、ＡＬＴと英語で対話するなど、

生徒の英語学習への興味を喚起し、学習意欲の向上を図る取組を

しているが、森町においても、学習意欲向上に向けた取組につい

て考えているか。以上、答弁を願います。 

（ 中根信一郎 君 ）教育長、野口和英君。 

（ 野 口 和 英 君 ）教育長です。 

 䬟原議員の「森町における英語教育の取組について」の御質問

に、私、教育長から申し上げます。 

 １点目の「森町の小学校における英語教育の取組はどうか。」に

ついてでございますが、御案内のとおり、令和２年度から現行学

習指導要領のもと、３年生・４年生で「外国語活動」が始まり、５

年生・６年生で教科としての「外国語」を学んでいます。３年生・

４年生では外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しみ、外国語で

コミュニケーションを図る意欲を引き出します。そして５年生・

６年生で「教科」として知識を定着させ、子供たちの知的好奇心

を高める授業に取り組んでおります。 

 本町では１年生・２年生につきましては、「モジュール学習」と

して 15 分程度の短時間、英語に親しむための動画を見るなどの時

間を年間 105 回設け、学校生活の中で英語に接する機会を増やし
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て、興味関心を持って英語に親しめるよう取組を行っています。

また、平成 30 年度から外国語指導助手（ＡＬＴ）を６人雇用し、

各小学校に１人、各中学校に 1.5 人ずつ配置をし、日常の学校生

活の中で英語の授業の時間だけでなく、特別活動や休み時間にお

いてもＡＬＴと話をしたり、外国の文化に触れたりすることがで

きる環境を確保しています。幼稚園におきましても月に１回程度

ＡＬＴを派遣し、園児と一緒に活動することにより、英語にふれ

る機会を設けております。また、英語を担当する教職員とＡＬＴ

で組織する「英語教育推進研修」を年３回開催し、模擬授業やデ

ジタル教材の有効活用、英語でのゲーム等の取組を研究し、より

効果的な英語指導が行えるよう研修を行っています。 

 ２点目の「森町において、英検の受験機会の拡大、促進など、児

童・生徒に有用な情報の発信をしているか。」につきまして申し上

げます。以前、一般的に英検と呼ばれる実用英語技能検定試験は

各中学校を会場として実施しておりましたが、令和５年度から文

化会館に会場を設け、試験を通して児童・生徒が取り組んでいる

英語の力を推し量る機会としています。令和５年度は 28 人、令和

６年度は 19 人の小中学生が受験をしております。この受験者数が

想定していた数より少ないことは残念ではありますが、これには

試験日の都合がつかなかったり、学習塾等での他の受験機会があ

ったり、英語検定以外の試験もあること等の理由があると考えて

おります。英語検定試験は英語の力を試す良い機会であったり、

英語の勉強に励む目標となったりすることが期待されますので、

各学校において受験を呼びかけたり、受験を促すパンフレットを

配布したりして、英語検定試験の受験を勧めておりますが、より

多くの児童・生徒が受験できるよう呼びかけを工夫してまいりた

いと考えております。 

 ３点目の「英検受験料の補助制度を検討しているか。」につきま

しては、ＳＮＳ等を介して広く世界中から情報が得られる現在の

国際情報化社会において、英語という言語の垣根なく国際化に対
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応できる人材育成を目指す中で、本町では英語教育推進の目標指

針を「『英語の勉強が楽しい』と答えた児童・生徒数」と捉えてお

ります。令和６年度は小学生が 78.6 パーセント、中学生は 89.8

パーセントの児童・生徒が「英語の勉強が楽しい」と回答してい

ます。英語の学習を進める中で、英語検定試験は英語力を測る一

つの基準であり、一つの英語学習の目標ではありますが、その検

定試験を受験したり、合格したりすることが英語学習の目指すと

ころではないと考えております。引き続き、教育委員会において

英語検定試験の会場を設けてまいりますが、試験の機会を設ける

ことに加え、英語検定受験料の補助等の対応を図ることにつきま

しては検討しておりません。 

 ４点目の「森町において学習意欲向上に向けた取組をしている

か。」につきましては、本町におきましても袋井市と同様に夏休み

に小中学生を対象に「ワンデイ・イングリッシュキャンプ」を行

っています。このキャンプではＡＬＴ全員が集まり、英語での体

を動かすゲームやコミュニケーションを通して、楽しんで英語に

触れる機会としています。本年度はこのキャンプに加え、中学校

での英語学習に向けて、小学校６年生の各クラスでの英語の授業

に全てのＡＬＴが集まり、日常の英語の授業以上に濃く英語に接

することができる「出張イングリッシュキャンプ」を行ったり、

ＡＬＴと英語でのクイズ等で会話を楽しみながら町内の文化財等

の史跡をチームで巡る「町内ウォークラリー」を計画したりして

います。 これらの取組をとおして、授業の教科としての英語学習

に留まらず、児童・生徒が多様な経験をする中から英語でのコミ

ュニケーションをとる機会を設け、英語への興味関心を高め、学

習意欲の向上につながることを期待しております。教育委員会と

いたしまして、学習指導要領に位置づけられております「外国語

による『聞くこと』『読むこと』『話すこと」『書くこと』の言語活

動を通して、情報や考えなどを理解したり表現したり伝え合った

りするコミュニケーションを図る資質・能力を育成すること」を
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目指し、国際化・情報化された社会において、英語という言語の

垣根なく対応できる人材の育成のため、多様なコミュニケーショ

ン活動等をとおして英語の勉強が楽しい児童・生徒の育成を図っ

てまいりたいと考えております。以上申し上げまして、答弁とい

たします。 

（ 中根信一郎 君 ）１番、䬟原雄太君。 

（ 䬟 原 雄 太 君 ）社会の変化に対してといったところで、

森町が様々な取組をしていただいているということが理解できま

した。 

 まず①番について、森町の小学校における英語教育といったと

ころで、近年、ここ 10 年で中学は元々英語の学習がありました。

しかしながら、小学校においての英語の学習といったのが、ここ

10 年の一番の大きな変化だと考えております。その中で学習指導

要領の中では３年からということですが、その早期学習といった

ところで森町においては、小学１年生、２年生といったところか

らモジュール学習 15 分といった短い時間ではありますが、それを

105 回といったものを導入して、英語に触れる機会を作って、英語

力の向上を図っているということでありました。モジュール学習

は非常に効果的だと思っております。そのモジュール学習につい

て、特に小学生は小中高となると、小さいということもあるもの

ですから、簡単なことということではなくて、小学生というのは、

エレメンタリースクールというように、基礎的なことを学ぶのが

小学生であります。モジュールということも単位であったり、基

礎的なものを指します。ですので、エレメンタリースクールのエ

レメントとモジュールは実は、同じことを指しているというとこ

ろから、小学生においてはそのモジュール学習といったものがも

のすごく効果があると考えています。そういった中でモジュール

学習を１年生、２年生にとどまらず、３年生、４年生とそういっ

た 15 分の学習を授業にとどまらず、そういった隙間時間に行える

というのがモジュール学習のメリットでございますので、そうい
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ったもの３年生以降も導入していくといったお考えがあるかどう

かということをお伺いいたします。 

（ 中根信一郎 君 ）学校教育課長。 

（ 塩澤由記弥 君 ）学校教育課長です。 

 ただいまの䬟原議員のモジュール学習についての御提案につい

て、回答させていただきます。 

 御案内のとおりですけれども、小学校３年生からカリキュラム

として組まれている英語学習に先んじて、１年生、２年生では、

モジュール学習を取り組んでいると。３年生以降も、さらにそれ

を延長して取り組みながら、今の学習に上乗せしてといいますか、

プラスして取り組んだらどうかというような御提案であると思い

ます。確かに、この英語のモジュールというのも段階ごとの組立

てがあってのモジュールですから、３年生から６年生までのもの

も当然あるのですけれども、学校で取り組んでおります学習につ

きましても、学習の組立ての中で位置づけをされておりますし、

担当する各教員で英語教育推進研修という研修会の中で、ＡＬＴ

と教員と一緒にどのような形でそれぞれの学年での英語教育を推

進していこうというような中で、いろいろなゲームであったり、

このモジュール学習の資料ももちろんある選択としてある中で、

そこら辺を総合的に判断して、今の事業の組立てをしております

ので、その推進研修の検討の中で、今のような御提案を考えてい

く中で、さらにプラスして、その学習に取り組むことが教育課程

として可能かどうかという面も踏まえて、検討していきたいと考

えております。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）１番、䬟原雄太君。 

（ 䬟 原 雄 太 君 ）今ある枠組みの中で最善の方法を検討し

ていくと。その中で、モジュール学習といったものも参考にはし

ていていただけるということかなとは思うのですけども、そのモ

ジュール学習がそもそも取り入れられた元といいますか、そうい

ったものは高学年で年間 35 時間確保しないといけないといった
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中で、その 35 時間を確保する手段として隙間時間の 15 分と、そ

ういったものを使っていくところが、まず発想であったといった

ことを伺ったことがあるものですから、そういったところで生徒

のモジュール学習で 15 分といったところで、その 15 分をスピー

キングに当てるとか、リスニングに当てるとか、そういった集中

力を高めると、そのモジュール学習自体の効果といったものが、

この英語の初期の学習と非常にマッチングするものですから、３

年生以降のところも検討していただけないのかといった趣旨で、

質問をさせていただいたのですけども、そこのところどうお考え

になるか、ちょっとお伺いいたします。 

（ 中根信一郎 君 ）教育長、野口和英君。 

（ 野 口 和 英  君 ）教育長です。 

 ただいまの䬟原議員の３、４年生以上のモジュール学習の効果

について再度の御質問でございますけれども、議員の御提案のと

おり、本当に効果があるものだということは重々承知をしている

ところでございますが、現行の学習指導要領の中での授業時数が、

一時のゆとり教育の批判からかなり授業数が増えました。そのよ

うな中で、教育課程も各学校で非常に工夫してやっているわけで

すが、御案内のようにいろいろな何とか教育などたくさん下りて

きますので、小学校の先生方にとってはやはり英語の授業だけに

なかなか注力できないというのも現実としてございます。ただ、

必要性もちろん承知しておるわけですけれども、モジュールにし

た分を通常の授業の中で、あるいは軽減することができるのか、

あるいはさらに負担が増えるのか、いろいろな角度から検討して

いく必要があると思いますので、実際、教育課程を組んでいるの

は各学校の校長ですから、また英語教育推進委員会の話合い、あ

るいはＡＬＴからの提言、あるいは指導主事からの提言等も踏ま

えながら、あるいは近隣の学校との情報提供も踏まえながら、検

討していきたいなと思っているところでございます。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）１番、䬟原雄太君。 
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議  長 

（ 䬟 原 雄 太 君 ）現在の森町の小学校における英語の教育

といったところで、ものすごくいろいろなところまで配慮して、

考え抜かれているといったことが理解できました。①番は了解い

たしました。 

 続きまして、②番、森町において英検の受験機会の拡大、有用

な情報発信をしているかといったところで、パンフレットを配布

している、呼びかけをしているとそういったものがございました。

そういった中で、もう一つ踏み込んだ工夫等をされていれば教え

ていただければと思います。 

（ 中根信一郎 君 ）学校教育課長。 

（ 塩澤由記弥 君 ）学校教育課長です。 

ただいまの䬟原議員の御質問でございます。 

 英検の受検者に向けて、受験のすすめであるとか、パンフレッ

ト以外に取り組んでいることがあるかというようなことを御質問

でございます。 

 まさに議員のおっしゃられたような二つの方法の対応をしてい

る状態です。受験の機会と言いまして、年間３回の春と言います

か、前半、年度が変わってすぐと、中間と年度末といいますか、３

回の機会がありますけども、森町で行われている受験の機会は真

ん中の機会をとって受験機会としております。こちらにつきまし

ても、学校での学習の進捗状況もございますので、英語の推進協

議会等の相談の中から、やはり勉強に並行して受験を受けていく

というのが自然な形であるという中で、受験機会を秋にしている

というようなことから、その回数が限定されるので、受験者数も

少ないのかなということもございますけれども、今以上に熱くと

いいますか、子供たちに受験するという意義といいますか、チャ

レンジとか、勇気とか、もっと自分のためにプラスになるという

ような付加価値をのせて、熱くＰＲするといいますか、そういう

ことも考えていかなければいけないかなとおります。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）１番、䬟原雄太君。 
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（ 䬟 原 雄 太 君 ）今の英検の促進の手法については、理解

ができました。 

 一番初めに冒頭に申しました文化省の有識者会議、英語力の評

価及び入試における外部試験活用に関する小委員会、審議のまと

めといったものが平成 26 年７月、今から 11 年前、これがきっか

けで大学の入試の英語の利用率が一変したと、そういった非常に

重要なまとめになるのですけども、そのまとめの中で、英語力の

評価及び入試における外部試験の活用に対する小委員会まとめで

はその中で成果指標として、学習指導要領に基づき、達成される

英語力の目標、これは学習指導要領に基づいて、達成される英語

力の目標、公教育の目標として、中学卒業段階で英検３級以上を

達成した中学生の割合 50 パーセントという目標を立てています。

森町における中学３年卒業時の英検３級程度の取得率といったも

のはどれくらいかと、またその取得割合の目標設定をしているの

かといったところをお伺いいたします。 

（ 中根信一郎 君 ）学校教育課長。 

（ 塩澤由記弥 君 ）学校教育課長です。 

ただいまの䬟原議員の御質問でございます。 

 中学校３年生卒業時点の英検の３級の取得率というような御質

問でございました。 

 実際に卒業の時に英検の取得があるかどうかというカウントと

いいますか、把握はしておりません。先ほどの教育長の答弁でも

ありましたように、森町での指針がその成果指標として英語検定

を受けるというところにはございませんので、やはり英語を通じ

たコミュニケーション力というＡＬＴとかを踏まえまして、英語

における垣根を取るといいますか、そちらに楽しんで英語に親し

むというようなところを目指しているものですから、特に英検に

関しての数字的な指標というのは持ち合わせておりません。以上

です。 

（ 中根信一郎 君 ）１番、䬟原雄太君。 
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（ 䬟 原 雄 太 君 ）具体的な指標目標等を設定していないと

いったことは理解をいたしました。この報告書で目標を設定する

とか、そういったところ自体が実は目的ではないといったところ

でございます。どういうことかといいますと、その取得状況とか

そういったことを実際に教えている教師にフィードバックするこ

とによって、教師の指導改善、これに具体的につなげていけるの

だと、それによって教師の指導力が上がることによって、生徒の

資質が伸びるとそういった好循環を起こせるのではないかとそう

いったところが趣旨だと思います。ですので、楽しんで英語をや

るというのは、それはもう本当に大前提だと思います。しかしな

がらその楽しむ、プラスやはりその成果、自分がどのぐらいしゃ

べれているのだろう、どれぐらい聴けているのだろう、どれぐら

い書けるのだろうと、そういったことを客観的な試験等で計るこ

とによって、生徒も自信になりますし、これからの人生で必ずそ

れがプラスになってくると思います。そういったところで、そう

いった教師へのフィードバックと、そういったところを踏まえて

指導改善につなげるというそういったお考えがあるかどうかを伺

います。 

（ 中根信一郎 君 ）教育長、野口和英君。 

（ 野口和 英  君 ）教育長です。 

ただいまの䬟原議員の英語検定の目標設定が教師のフィードバ

ックになるのではないかという御質問でございますけれども、確

かにそのとおり、そういう面があろうかと思いますけれども、や

はり英語教育の目標が学習指導要領の一番の根本のところではな

いので、一番の最大の目標ではないので、そこはやはり現在の学

習指導要領は、とにかく資質能力を伸ばすというところの育成が

目的でございますので、ある側面としては英検の取得率というの

は、推し量る面では有効だとは思いますけれども、直ちにこれを

数値目標化するというところは現時点では考えておりません。現

在、昨年度末に作成した、編成した教育課程で学校運営をしてお
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りますので、また現場の英語科の職員、校長等からも意見を聴取

しながら、そういったことが可能であるかどうかというのは検討

していきたいなと思っております。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）１番、䬟原雄太君。 

（ 䬟 原 雄 太 君 ）学習指導要領の中で、それが最大の目的

ではないといったところは理解をできます。やはりほかの言語を

学ぶというのは楽しいと、それが根本にある、それは本当に一番

重要なことだと思います。しかしながら、その資質を伸ばすとか、

その資質があるとか、その習得がされているといったこと、それ

が学習指導要領の中で一番、目的のところです。それと楽しいと

かそういった定性的なものです。それが直に結びつくのかどうか

と、その楽しんでいる生徒が 90 パーセントいると、それと資質が

伸びているといったところが、測る指標として、それは本当に正

しいのかといったところについてお伺いをいたします。 

（ 中根信一郎 君 ）教育長、野口和英君。 

（ 野 口 和 英  君 ）教育長です。 

ただいまの䬟原議員の楽しいということと、本当に力がついて

いることのその相関性、そういった御質問だと思いますけれども、

おっしゃるとおりの部分もあろうかと思います。現行の学習指導

要領で求めているのは、知識理解はもちろんのことですけれども、

それ以上に何を学んだのか、何ができるようになったのかという

ところだと思います。ですので、子供たちが客観的に自分がどこ

まできるようになったのか、それを知ることは非常に大事なこと

で、それがある面、英検でもそれは可能かなということでありま

すけれども、普段の日々の授業の中で何を学んで、何を考えて、

どう表現するかと、アウトプットの部分、そういったところも非

常に大事にしていかなくてはいけないので、やはり総合的に考え

て、授業を組み立てていくということが重要になってまいります

ので、それぞれ各学校では英語に限らず、どの教師も学習指導要

領をよく読み込んで、求めている資質能力は一体何なのかという
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ところを、探求しているわけですけども、そういったことも含め

て、もう一度各学校での英語学習というのを捉え直しするという

必要はあろうかと思いますし、やはり学習指導要領が求めている

ところは外れてはいけないので、そこら辺のバランスを兼ねなが

ら、来年度の教育課程編成に向けて検討していきたいと思います。

以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）１番、䬟原雄太君。 

（ 䬟 原 雄 太 君 ）②については、理解いたしました。 

続きまして、③英検の受験料の補助制度の検討についてといっ

たところで、現時点では検討をしていないといった御回答でござ

います。その中で英検の補助制度、それだけが英語学習に対する

支援ではないという御理解かと思いますが、それについてそうい

った御意見があるといったことも分かります。しかしながら、英

検の補助制度を設けている市町、この近隣でもございます、と比

較しまして、児童・生徒の英語学習への興味の喚起、英語力の向

上において、これをきっかけに遅れを取るといったことが想定を

されると、必ずそうなるとなるとは申してはございませんが、遅

れをとることが想定されると、それに対する解決策等を検討して

いるのかといったことを、まずお伺いをいたしたいと考えます。 

（ 中根信一郎 君 ）学校教育課長。 

（ 塩澤由記弥 君 ）学校教育課長です。 

ただいまの䬟原議員の英語検定について力を入れている市町と

の差が、森町として生まれないかというよう御心配の御意見でご

ざいます。先ほど来、説明させていただいておりますように、森

町では英語に親しむ環境の整備、そちらに注力しております。Ａ

ＬＴ６人ということで配置をしておりますけれども、こちらにつ

きましては、それぞれ市町によって学校数も大きく違うものです

から、森町の場合ですと、５校に６人というような配置になって

おりますが、袋井市ですと 16 校、小中学校がある中で 12 人のＡ

ＬＴ、磐田市につきましては 31 校に 18 人のＡＬＴということで、
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１校当たりですけども、森町ですと 1.2 人のＡＬＴ、袋井ですと

0.75 人、磐田市だと 0.58 人、このＡＬＴがいるから、英語教育が

っていう直結するものではないですけども、その英語の環境づく

りといった面で、森町は小さい規模ですけれども、逆にそのよう

な環境づくりは厚いものがあるのかなというように判断できる本

当に一つの指針だとは思いますけども、そのように考えておりま

す。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）１番、䬟原雄太君。 

（ 䬟 原 雄 太 君 ）英検の補助制度に限らないのですけども、

以前森町こども計画における数値目標といったものを説明いただ

きました。森町こども計画の 86 ページといったところになりま

す。森町こども計画では、「こどもまんなか社会」の実現に向けた

数値目標といったことで、子育てしやすい町だと思う割合につい

て、現状 57 パーセントから令和 11 年には 70 パーセントを目標と

しています。また、子育ての環境や支援、支援への満足度につい

ては現状23パーセントから令和11年には50パーセントを目標と

しております。特に子育ての支援、満足しているという割合が、

４人に１人以下であるといったことが現状でございます。それを

２人に１人が満足することを目標として掲げていると、これは非

常に高い目標であり、戦略的に取り組むことが本当に必須である

と想定をされます。その支援といった中で、今回は英語教育につ

いての御質問ですので、その支援として英語教育の取組について、

何か考えていることがあれば教えていただければと思います。 

（ 中根信一郎 君 ）学校教育課長。 

（ 塩澤由記弥 君 ）学校教育課長です。 

 ただいまの䬟原議員の御質問でございます。 

 こども計画における満足度、子育てしやすいまちというような

中での英語教育としての満足度といいますか、その関係性といい

ますか、英語教育の満足を子育てしやすいまちにつなげられない

かというようなイメージの御質問だと思います。 
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 先ほども話をさせていただきましたように、森町はＡＬＴの配

置をする中で英語に親しむ環境づくりというのを、やはりほかの

市町よりも先に、学習指導要領の実施前からこのような人数を配

置して取り組んできております。現状も手厚く英語に近しい環境

づくりができているのかなと考えているところですので、それが

子育てしやすいといいますか、英語教育に手厚いということが、

子育ての環境づくりにつながればと期待しております。実際、ほ

かの市町と比べて濃い配置ができているというように考えており

ます。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）教育長、野口和英君。 

（ 野口和 英  君 ）教育長です。 

ただいまの学校教育課長の答弁に補足をさせていただきます。 

 䬟原議員の４番の質問ともちょっと絡んでくるわけですが、本

町のＡＬＴ６人は、非常に精力的でして、今年はＡＬＴが便りを

作っていまして、児童・生徒の家庭、あるいは一般の人に向けて

も、ＡＬＴ通信、便りを作って、それを教育委員会でも配架して

いますし、また小中学生の家庭にも、ＣｏＤＭＯＮといったよう

な通信手段で配布したりということも今年度からやってくれてお

ります。また、この６月議会の初日に補正で出させていただいた

実証事業、地域移行のためのクラブの中にもＡＬＴによる英会話

教室も一応メニューとしては用意しておるところでございますの

で、どのぐらいの子が希望しているか、ちょっとはまだ分かりま

せんが、そのようなこともやっているということで、英語教育に

関しては、英語の補助はないにしても、そのような環境面、生の

英語に触れる教育を作り出すという点では、他市には負けないぐ

らいの努力はしているのかなということは言えると思います。以

上でございます。 

（ 中根信一郎 君 ）１番、䬟原雄太君。 

（ 䬟 原 雄 太 君 ）英語教育の環境づくりといったところに

ついて、理解をいたしました、了解いたしました。 
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今御答弁いただきましたが、④番と関連していますので、④番

の再質問に移らさせていただきたいと思います。 

 ④番、袋井市では、「放課後イングリッシュクラブ」といったも

のでＡＬＴを制度的に活用をして、年間６回、希望する生徒に年

間を通じてそういう学習する機会といったものを、システム的な

ものとして設けております。これについては、令和６年に試験運

転をして、令和７年、今年度から全中学校に展開をしているとい

った事業になります。このＡＬＴとの会話といったものはやはり

非常に重要で、この対象者につきましては、当然英語が好きな人、

英語が苦手だけど興味がある人、海外の文化に関心がある人、少

しでも話せるようになりたい人、外国の人と関わることが好きな

人、いつか外国に行ってみたい人とか、本当に多種多様、勉強し

たい子だけではなくて、本当に広いところから募集をしておりま

す。そういったところで、この森町には６人のＡＬＴ、一人当た

りの人数が多いといったそういった強みがあります。そういった

強みをやはり最大限生かしていくべきだと考えますが、そういっ

たシステム的と言ったらちょっと語弊がありますが、制度的によ

り効率効果的にこのＡＬＴを生徒・児童と触れ合う機会といった

ものを創設していくと、そういったことを考えてあるかどうかに

ついてお伺いをいたします。 

（ 中根信一郎 君 ）学校教育課長。 

（ 塩澤由記弥 君 ）学校教育課長です。 

ただいまの䬟原議員の英語教育につきましてＡＬＴを活用した

取組をシステマチェックといいますか、システム上に取り組んで

というような御提案でございます。 

 森町におきましても袋井市同様に夏休み、これは希望者ですか

ら、どういう動機で申し込むか、勉強のためなのか、楽しむため

なのかはちょっと分かりませんけれども、夏休みに２日間のメニ

ューとしてイングリッシュキャンプを行っているということ、そ

れと先ほどの答弁にもありましたように、今度は中学校の英語に
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向けて、小学校６年生の授業に６人のＡＬＴをクラスに集めまし

て、無条件でといいますか、英語に濃密に接する機会といいます

か、会話、当然コミュニケーションですけども、今年度からです

ので子供たちや英語科の先生方の意見等を聞きながら、また取組

をシステマチックにしていける可能性がある取組かなと考えてお

ります。またちょっと英語だけではないのですけれども、ウォー

クラリーの取組ということで先ほど説明をさせていただきまし

た。これは森町内の史跡といいますか、神社仏閣等いろいろな史

跡がありますけども、小学校の３、４年生で社会科でこの学校の

地域にどのような財産があるか、文化があるかというのを歩きな

がら見るような取組がございます。言うなれば、分類としては社

会科の取組になりますけれども、そこにＡＬＴと一緒に行うこと

によって、例えば次のチェックポイントは、ここの道をまっすぐ

に行って左に向けるとこういうものがあるというような英語でで

すけども、社会科と英語と一緒にこうしてゲーム感覚で取り組む

と、英語の授業だけではなくて、森町の文化を知りながら、英語

にも接する機会といいますか、そのような取組も計画していると

ころですので、できればこのようないろいろな取組を行う中で、

今後のシステムとしてつなげていける可能性がある取組であるな

と考えております。以上です。 

（ 中根信一郎 君 ）教育長、野口和英君。 

（ 野 口 和 英 君 ）教育長です。 

 ただいまの学校教育課長の答弁に補足をさせていただきます。 

 システム的にイングリッシュキャンプとか、あるいは今度やる

スタートアップクラブの英会話教室、こういうのもあるわけです

けども、そのシステムとは言えないけれども、休み時間に児童・

生徒との交流、それからＡＬＴによっては、部活動に参加してく

れるＡＬＴもおります。給食も一緒に食べたりします。それから、

運動会や体育祭、体育大会にもＡＬＴは参加をします。そういっ

た中での行事の中での交流、そういったこともありますし、先月
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の小國神社のお田植え祭にもＡＬＴが参加をし、地域の文化を学

ぶと、また交流を図ると、そんな取組をしておりますので、常駐

でいることの強みというのがそういったところでは十分に発揮で

きているのかなと考えております。以上でございます。 

（ 中根信一郎 君 ）１番、䬟原雄太君。 

（ 䬟 原 雄 太 君 ）ＡＬＴの活用について、本当に森町らし

い活用をしているといった御報告で理解をできました。 

 学校教育課長からの答弁の中で、文化的な活動と結び付けてい

るといったところがありました。私も森町における英語学習、こ

れが本当に非常に重要なものだと思っています。なぜかといいま

すと、町長をはじめとして森のリノベーションを推進しています。

その中で森のリノベーション、人、物、資金、情報と、そういった

資源があります。その物だけを投資、整備していくといったこと

が、森のリノベーションではないと考えております。森のリノベ

ーションを担う中核は、やはり人、物、資金、情報の中の人です。

その人について育成していく必要があり、その人の将来、その中

心となっていくのは、今の子供たちでございます。今後、リノベ

ーションを推進していく中で、今以上に森町に外国人が訪れるこ

とが想定されます。そういった中でそれを対応していくと、森町

における英語教育、それは森のリノベーションを推進していく、

その分ほかの市町における英語教育よりも充実させる必要がある

と考えております。そういった中で情報の格差や制度の格差、こ

れが教育の格差につながってはいけないと考えております。特に

基礎的な教育である中学、小学校において生じた差といったもの

については、なかなかその後の人生で解消することができないと

いったデータがございます。それを森の生徒・児童に負担させる

といったのは過分な負担になるといったことも考えられます。そ

ういったところで今お伺いをした森の英語学習といったところで

は、本当に森町らしいＡＬＴを活用した取組をしていただいてい

るといったところが理解できました。その点を踏まえまして、最
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後に今後の森町における英語教育のあり方、そういったビジョン

について伺いたいと考えております。 

（ 中根信一郎 君 ）教育長、野口和英君。 

（ 野口和 英  君 ）教育長です。 

ただいまの䬟原議員の今後の森町の英語教育のビジョンという

御質問でございます。 

 まず森町の子にとって英語教育は本当に大事です。私はそれ以

上に大事なことは、やはりまず森町の文化歴史を知る、そしてき

ちんとした国語力をしっかりつけたうえで、英語教育だと思いま

すので、英語はもちろん大事だけれども、どの教科においても、

基礎基本をしっかり身につける、何より国語力、そして森町の歴

史文化、郷土愛、こういったものを身につけたうえで、日本語で、

あるいは英語でアウトプットできるというところが大事かなと思

いますので、もちろん英検の数値も高めたい、それは思います。

しかし、まず森町の子として、森町をよく知る、森町を愛する、そ

して、きちんとした表現活動ができる、そんな子にしていくこと

が大事ではないかなと考えております。具体的なものではござい

ませんけれども、以上でございます。 

（ 中根信一郎 君 ）１番、䬟原雄太君。 

（ 䬟 原 雄 太 君 ）了解いたしました。 

 質問を終わります。 

（ 中根信一郎 君 ）以上で本日の日程は全部終了しました。 

 次回の議事日程の予定を報告します。６月 25 日午前９時 30 分、

本会議を開き、条例、補正予算に対する討論、採決等を行います。 

 本日はこれで散会します。 

 

 

      （ 午後 ３時３９分 散会 ） 


